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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１１月９日（月）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後４時４１分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 森内一蔵  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
同室次長　有山　泉 同室参事　吉田和生
同室参事兼人権室長兼人権推進課長　藤原堅太郎 同室参事　北野人士
秘書課長　井口久和 同課参事　橋本英樹 政策推進課長　山口　猛
同課参事　小矢田博子 同課参事　工藤正巳  同課参事　中村実彦
人事課長　山本和憲 同課参事　石原幸一郎
人権室人権推進課参事　林　彰彦　　人権室女性政策課長　牛渡長子
総務部長　奥村良夫 同部次長兼財政課長　宮部善隆
同部参事兼総務防災課長　布川　博　　同部参事兼法制文書課長　奥　幸市
同部参事兼市民税課長　寺本敏彦　　　総務防災課参事　小原幹雄
情報政策課長　柳瀬哲宏 固定資産税課長　入倉修二 同課参事　中西利之
納税課長　野村眞二 工事検査室長　角田猛志 同室参事　宮木茂実
会計管理者　紀田光司 会計室長　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　南野邦博
同局局次長　豊田拓夫 消防長　石田喜好
消防本部次長兼消防署長　浜崎健児　　同本部参事兼総務課長　北居　一　
同課参事　明原　修 予防課長　森　一男 警備第１課長　本山　勝

　　同課参事　熊野　誠 警備第２課長　樋上繁昭 同課参事　納家浩二

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局書記　寺前和恵 

１．審査案件（審査順）
　　認定第１号　平成２０年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
　　認定第５号　平成２０年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前９時５８分開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会します。

　最初に、理事者からあいさつを受けま

す。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、何かと行事の多い中、本日は

委員会をお持ちいただきまして、大変あ

りがとうございます。

　本日の案件は、平成２０年度の摂津市

一般会計歳入歳出決算認定の件所管分の

外１件についてでございますけれども、

何とぞ慎重審査の上、ご認定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

　一たん退席いたしますけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○野口博委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、まず、最

初に認定第１号所管分の審査を行い、次

に認定第５号の審査を行うことに異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、この

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○野口博委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、認定第１号、

平成２０年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、総務部等に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は、前年度に比べ０．５％、２，０

４２万１，４０７円の増額となっており

ます。これは、退職手当の増による個人

所得割の増額や、滞納繰越分の徴収額が

増額となったことなどによるものでござ

います。

　目２、法人は、前年度に比べ４．１％、

１億２，１８６万２，６１０円の減額と

なっております。これは、一部主要企業

の収益低下により法人税割が減額となっ

たことによるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ０．６％、５，０２２

万７，０５８円の増額となっております。

　これは、家屋の新増築や償却資産の増

加によるものでございます。

　項３、軽自動車税、目１、軽自動車税

は、前年度に比べ０．３％、２４万８，

６００円の増額となっております。項４、

市たばこ税、目１、市たばこ税は、前年

度に比べ１．５％、２，９８８万３，７

９９円の減額となっております。

　項５、都市計画税、目１、都市計画税

は、前年度に比べ０．４％、５９５万２，

６０７円の増額となっております。

　３０ページ、款２、地方譲与税、項１、

自動車重量譲与税、目１、自動車重量譲

与税は、前年度に比べ２．０％、２９０

万３，０００円の減額なっております。

　項２、地方道路譲与税、目１、地方道

路譲与税は、前年度に比べ８．８％、４

４３万８，０００円の減額となっており

ます。

　款３、利子割交付金、項１、利子割交

付金、目１、利子割交付金は、前年度に

比べ１１．０％、９２０万５，０００円

の減額となっております。

　款４、配当割交付金、項１、配当割交
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付金、目１、配当割交付金は、前年度に

比べ６０．４％、４，４８２万２，００

０円の減額となっております。

　款５、株式等譲渡所得割交付金、項１、

株式等譲渡所得割交付金、目１、株式等

譲渡所得割交付金は、前年度に比べ７７．

０％、３，５０７万２，０００円の減額

となっております。

　款６、地方消費税交付金、項１、地方

消費税交付金、目１、地方消費税交付金

は、前年度に比べ５．３％、５，１７５

万８，０００円の減額となっております。

　款７、ゴルフ場利用税交付金、項１、

ゴルフ場利用税交付金、目１、ゴルフ場

利用税交付金は、前年度に比べ２．３％、

６万５，１０８円の減額なっております。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は、前年度に比べ７．２％、１，

２０５万２，０００円の減額となってお

ります。�　３２ページ、款９、地方特

例交付金、項１、地方特例交付金、目１、

地方特例交付金は、前年度に比べ２７５．

９％、１億１，７５８万５，０００円の

増額となっております。これは、個人住

民税における住宅ローン控除実施に伴う

減収分が補てんされたことなどによる増

額でございます。

　項２、特別交付金、目１、特別交付金

は、収入済額６，４３８万７，０００円

で、前年度と同額となっております。

　項３、地方税等減収補てん臨時交付金、

目１、地方税等減収補てん臨時交付金は、

収入済額５６５万５，０００円で、道路

特定財源の暫定税率失効期間中の譲与税

等減収分を補てんするものとして、平成

２０年度に限り交付されたものでござい

ます。

　款１０、地方交付税、項１、地方交付

税、目１、地方交付税は、前年度に比べ

０．１％、１５万８，０００円の減額と

なっております。

　款１１、交通安全対策特別交付金、項

１、交通安全対策特別交付金、目１、交

通安全対策特別交付金は、前年度に比べ

１０．６％、２２７万円の減額となって

おります。

　３４ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目１、総務使用料は、

庁舎施設等使用料が収入されております。

　３８ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は、税務諸証明手数料、税務督

促手数料及び諸証明手数料が収入されて

おります。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は、総

合相談事業交付金が収入されております。

　５４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、府税徴収事務委託金が収

入されております。

　５６ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

土地貸付収入でございます。

　目２、利子及び配当金は、財政調整基

金などの各種基金利子収入でございます。

　項２、財産売払収入、目１、不動産売

払収入は、土地売払収入でございます。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、競艇寄附金及び一般寄附金が

収入されております。

　５８ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目１、財産区財産特別

会計繰入金は、市場池などの貸付収入の

一部などで１，２０５万７，６００円の

繰り入れとなっております。

　項２、基金繰入金、目３、公共施設整

備基金繰入金は、公共施設整備基金から

７億４，５００万円を取り崩し繰り入れ

たものでございます。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算
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金及び過料、目１、延滞金は、市税延滞

金となっております。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は、歳計現金に係る預金利子でございま

す。

　６０ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は、家屋被害復旧資金貸付金償還金でご

ざいます。

　項４、雑入、目１、滞納処分費は、イ

ンターネット公売に係る滞納処分費でご

ざいます。

　目２、雑入の主なものといたしまして

は、大阪府市町村振興協会交付金及び特

別助成金のほか、水道事業会計からの収

入などでございます。

　続きまして７０ページをご参照願いま

す。

　款２０、市債、項１、市債につきまし

ては、目２、土木債は、吹田操車場跡地

まちづくり事業債、借換債など。

　目３、教育債は、小学校学習環境整備

事業債、借換債など。

　目４、臨時財政対策債は、普通交付税

の不足分の振り替えとして起債したもの。

　目５、減収補填債は、法人市民税の減

収の補てんのため起債したものとなって

おります。

　款２１、繰越金、項１、繰越金、目１、

繰越金は、４億１２１万６，９０７円で、

その内訳は繰越事業充当財源が２億２，

９１９万１，３６４円。平成１９年度決

算剰余金が１億７，２０２万５，５４３

円となっております。

　続きまして、歳出でございますが、７

６ページからの款２、総務費、項１、総

務管理費、目１、一般管理費の主なもの

につきましては、８０ページ、節１１、

需用費のうち消耗品費、総務防災課分は

市全体の一般事務用品の購入経費など、

また法制文書課分は印刷用紙などでござ

います。

　８２ページ、節１２、役務費のうち通

信運搬費、情報政策課分は、インターネッ

トに係る通信経費などでございます。

　節１３、委託料は、市例規集委託料な

どを、節１４、使用料及び賃借料はＯＡ

機器の借上料などを執行いたしておりま

す。

　８４ページ、節１８、備品購入費は、

財務会計システム更新及び総合行政ネッ

トワーク整備に係る経費を執行いたして

おります。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

電子自治体推進協議会負担金及び土地開

発公社補給金を執行いたしております。

　８６ページ、節２８、繰出金、財政課

分は、児童手当に係る水道事業会計への

繰出金を執行いたしております。

　目２、文書広報費のうち総務部等に係

ります主なものは、節１２、役務費で、

市全体の郵送料などの通信運搬費を執行

いたしております。

　８８ページ、目３、会計管理費は、会

計室の出納事務に係る経費でございます。

　目４、財産管理費は、庁舎や車両の維

持管理経費などを執行いたしております。

その主なものといたしましては、節１３、

委託料で庁舎総合管理、庁舎管理業務な

どの委託経費を執行いたしております。

　９０ページ、目５、車両管理費は執行

いたしておりません。

　９４ページ、目１０、電子計算費は、

節１３、委託料でオープンシステム保守

委託料やシステム改造委託料などを、節

１４、使用料及び賃借料でオープンシス

テム借上料や新ネットワークシステム借

上料などを執行いたしております。

　１０２ページ、目１６、諸費は、節１

９負担金、補助及び交付金で、地区集会
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所補修費補助金を執行いたしております。

　目１７、財政調整基金費から目２０、

土地開発基金費までの各基金費につきま

しては、剰余金、利子等をそれぞれの基

金に積み立てたものでございます。

　項２、徴税費につきましては、目１、

税務総務費から、１０６ページ、目２、

賦課徴収費で、税務事務に関する経費を

執行いたしております。

　次に、２０４ページをご参照願います。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費では、防災資器材の整備のほ

か、防災無線システム、防災演習など、

防災対策に係る経費を執行いたしており

ます。

　続きまして、２４８ページをご参照願

います。

　款１０、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、前年度に比べ４１．６％、１６

億５，５５８万２，０１７円の増額となっ

ております。なお、借換債を除く実質ベー

スでは、前年度に比べ３．８％、１億３，

１６１万７，９８３円の減額となってお

ります。

　目２、利子では、前年度に比べ８．６

％、６，３０５万６，６０７円の減額と

なっております。

　２５０ページ、款１２、予備費、項１、

予備費、目１、予備費につきましては、

４７５万６，６３０円を充当いたしてお

ります。その内容は、款２、総務費、項

２、徴税費、目１、税務総務費で、法人

市民税等還付金に２００万円。

　款７、土木費、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費で損害賠償金

に１８０万１０５円。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費で災害対応に係る時間外及び

特殊勤務手当に４４万２，０２５円。

　款９教育費、項１、教育総務費、目２、

事務局費で、訴訟委託料に５１万４，５

００円を充当いたしております。

　以上、総務部等の所管いたします決算

の内容の補正説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続いて、有山市長公室

次長。

○有山市長公室次長　それでは、平成２

０年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、市長公室に係る分につきまして、目

を追って主なものについて補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

歳入歳出決算書３４ページ、款１３、使

用料及び手数料、項１、使用料、目１、

総務使用料、男女共同参画センター使用

料は、摂津市立男女共同参画センター、

ウィズせっつの施設使用料でございます。

　４４ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金、統計

調査費委託金は、住宅土地統計調査や工

業統計調査などに係る委託金でございま

す。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金、総合

相談事業交付金は、大阪府維新プログラ

ムにより４つの相談事業が交付金化され、

そのうち市長公室に係ります分は、人権

相談員等の人件費に対するものでござい

ます。

　５４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金、人権啓発活動委託金は、人

権啓発活動事業全般に係る事業委託金で

ございます。

　５６ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金。この寄附金は、

人権推進課で収入したものでございます。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入、雑収入は、秘書課分

として市広報紙に広告を掲載しました広

告掲載収入でございます。人事課分とし
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て、臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金

は、事務処理上市が保険料を一括して支

払うため、対象者から個別に徴収しまし

た掛金を収入としたものでございます。

　退職手当水道事業会計負担金は、退職

手当を一般部局と水道事業会計との勤続

年数で按分し、精算したもので、昨年よ

り１，７２３万１，９７９円の減収とな

りましたのは、平成２０年度は５名が該

当しており、前年度より７名の減少があっ

たことによるものでございます。なお、

退職者の減に比べ、負担金の減少幅が少

ないのは、平成２０年度の退職者が水道

部に在籍していた期間が、前年度退職者

に比べ、その対象期間が長かったことに

よるものでございます。派遣職員給与等

負担金は、大阪府後期高齢者医療広域連

合との派遣職員の取り扱いに関する協定

書に基づき、同広域連合より派遣職員の

給与等を負担いただいたものでございま

す。職員手当等返還金は、主に消防職員

に係る休日勤務手当の返還金を収入した

ものでございます。女性政策課分として、

コミュニティ助成事業助成金は、男女共

同参画センターでのコミュニティ活動に

必要な備品等の購入費に対して、財団法

人自治総合センターから助成金を収入し

たものでございます。なお、雑収入には、

ほかに政策推進課、人権推進課に係る収

入がございます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体に係ります人件費関係の決算につき

ましては、決算概要２０ページの給与費

決算額調書に記載いたしておりますとお

り、平成２０年度に支出いたしました給

与費の総額は６７億１，５５８万５０１

円で、前年度に比べ５．９％、４億２，

２７６万２，６７３円の減額となってお

ります。給与費の内訳といたしまして、

報酬で２億８，５０８万３，０００円。

給料で２７億２，８９６万３，９９０円。

職員手当等で２８億９，５３５万５１６

円、共済費で８億６１８万２，９９５円

の執行となっております。そのうち報酬

では前年に比べ１．８％、５００万４，

１５５円の増額となっておりますが、こ

れは昨年９月の市議会議員補欠選挙にお

いて、市議会議員数が２名ふえ、当時の

定数の２３名に戻ったことなどが主な要

因でございます。給料では前年度に比べ

２．４％、６，７４９万７，７３５円の

減少となっておりますが、これは退職不

補充児等による職員数の減員が主な要因

でございます。職員手当では、前年度に

比べ９．９％、３億１，７９４万３，０

８７円の減額となっておりますが、これ

は退職手当が９億２，１８７万８，６７

９円の執行で、前年度に比べ２２．４％、

２億６，６３４万８，６４２円の減額と

なったことが主な要因でございます。な

お、平成２０年度の退職手当支給者は４

０名で、前年度に比べ５名の減少となっ

ております。共済費では前年度に比べ５．

０％、４，２３２万６，００６円の減額

となっておりますが、これは給料と同様

に退職不補充等による職員数の減員が主

な要因でございます。

　次に、人件費以外の内容を一般会計歳

入歳出決算書によりご説明申し上げます。

歳出の主なものといたしましては、決算

書７８ページ、款２、総務費、項１、総

務管理費、目１、一般管理費。報償費で

は人事課分として非常勤退職報償金の廃

止による精算金を支出したものでござい

ます。

　８０ページ、需用費。及び８２ページ、

役務費につきましては、業務執行上必要

な経費として支出したものであり、いず

れも必要性を十分精査し、執行に努めて

きたところでございます。
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　同じく８２ページ、委託料につきまし

ては、秘書課分として秘書派遣料。人事

課分として職員の健康管理に係る職員健

康診断委託料。管理職養成等研修委託料

や係長級昇任試験等の試験問題作成委託

料を支出いたしております。

　８４ページ、負担金、補助及び交付金

の主なものとしましては、人事課に係る

職員の教養研修費負担金と職員厚生会補

助金でございます。

８６ページ、目２、文書広報費では、秘

書課分の主なものとしましては、広報せっ

つ及びお知らせ版の発行及び配布等に係

る経費のほか、ホームページ保守管理経

費を執行したものでございます。

　９０ページ、目６、企画費につきまし

ては、政策推進課の事務執行に係る経費

でございます。委託料については第４次

総合計画に係る策定支援業務委託料とし

て１，０２９万円を執行しております。

　次に９４ページ、目１２、女性政策費

につきましては、せっつ女性大学の開催

やせっつ女性プラン推進のため、市民に

参画いただいております女性政策推進市

民懇話会等に係る経費でございます。こ

のほか、男女共同参画社会を目指すため

の啓発紙の発行等に要した経費でござい

ます。

　また、９６ページ、目１３、男女共同

参画センター費につきましては、摂津市

立男女共同参画センターウィズせっつの

管理運営に係る経費でございます。

　１００ページ、目１６、諸費は、人権

啓発等に係る経費でございます。そのう

ち主なものとしましては１０２ページ、

負担金、補助及び交付金で、摂津市人権

協会補助金、財団法人大阪府人権協会分

担金を執行いたしております。

　同じく１０２ページ、目２１、定額給

付金給付事業費につきましては、国の経

済対策として創設された定額給付金の給

付に要する経費でございますが、これは

全額繰越明許費として平成２１年度に繰

り越したものでございます。

　１１６ページ、項５、統計調査費、目

１、統計調査総務費は、統計に係る一般

事務経費でございます。

　また、目２、指定統計調査費は、統計

法に基づき実施した統計調査に係る経費

でございます。そのうち平成２０年度の

主なものとしましては経済センサス調査

区設定などの準備、住宅土地統計調査や

工業統計調査などに係る経費でございま

す。

　最後に、１４４ページ、款３、民生費、

項２、児童福祉費、目７、子育て応援特

別手当費につきましては、定額給付金給

付事業費と同様に、全額繰越明許費とし

て平成２１年度に繰り越したものでござ

います。

　以上、市長公室の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続きまして、石田消防

長。

○石田消防長　それでは、引き続き認定

第１号、平成２０年度摂津市一般会計歳

入歳出決算のうち、消防本部所管事項に

つきまして、目を追ってその主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが４０ページ、

款１３、使用料及手数料、項２、手数料、

目５、消防手数料は、危険物設置許可等

手数料及びり災証明書等の発行に伴う手

数料でございます。

　５２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　６８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入の消防団員退職報償費

は、１３名の退職報償金、近畿道救急業
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務実施市町村交付金は、近畿自動車道の

救急出動に係る交付金でございます。

　次に歳出でございますが、概要につき

ましては、決算概要１２０ページから１

２５ページにかけ記載しておりますので、

あわせてご参照願います。

　決算書１９６ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費、節７、

賃金は、臨時職員１名分の賃金でござい

ます。

　節９、旅費は、消防大学校、大阪府立

消防学校等への職員研修派遣に係る普通

旅費等でございます。

　節１１、需用費は、消防活動業務用品、

活動服等貸与被服の購入及び緊急情報シ

ステム交換部品等の購入並びに消防車両、

消防庁舎の修繕等維持管理経費でござい

ます。

　１９８ページ、節１２、役務費は、一

般加入回線、専用回線、携帯電話代等の

通信運搬費、消防活動用ボンベ検査等の

手数料並びに車両の保険料等でございま

す。

　節１３、委託料は、消防庁舎の清掃、

庁舎設備等の保守管理委託料、緊急情報

システム等保守管理委託料及びはしご付

消防ポンプ自動車更新に係る庁舎車庫改

修工事設計委託料等でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、消防本

部庁舎の土地借上げ、仮眠用寝具借上げ

等でございます。

　２００ページ、節１５、工事請負費は、

はしご付消防ポンプ自動車更新に係る庁

舎車庫改修工事等の費用でございます。

　節１８、備品購入費は、はしご付消防

ポンプ自動車更新等に係る経費等でござ

います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防ヘリコプター運営に係る負担金及び

救急救命士養成等の職員教育派遣負担金

並びに消火栓新設・修理負担金等でござ

います。

　続きまして、２０２ページ、目２、非

常備消防費、節１、報酬は、３３４名の

消防団員報酬でございます。

　節８、報償費は、１３名の消防団員退

職報償金等でございます。

　節９、旅費は、火災出動１４６名分及

び訓練、歳末非常警戒並びに消防出初式

等出動に係る費用弁償でございます。

　節１１、需用費は、消防団員の貸与被

服及び消防団活動用品の購入並びに分団

配備の消防ポンプ自動車６台、小型動力

ポンプ及び積載車２３台の維持管理経費

等でございます。

　節１５、工事請負費及び節１８、備品

購入費は、ＮＯX・ＰＭ法規制対象の市

第二分団配備の消防ポンプ自動車の更新

に係る経費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金及び消防団屯所の補修に対する消防施

設整備費補助金でございます。

　以上、消防本部所管分の補足説明とさ

せていただきます。

○野口博委員長　続いて南野局長。

○南野監査委員、選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　認定第１

号、平成２０年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、公平委員会、固定資産評

価審査委員会、選挙管理委員会及び監査

委員など総合行政委員会事務局が所管い

たしております項目につきまして、目を

追って補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが４４ページ、

款１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目４、総務費国庫補助金の選挙費補助金

は、裁判員制度名簿調整プログラムのシ

ステム改修に係る補助金でございます。

　次に、４６ページ、款１４、国庫支出
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金、項３、委託金、目１、総務費委託金

の選挙費委託金は、国外居住の日本人の

ための在外選挙人名簿登録事務に係る委

託金でございます。

　続きまして歳出でございますが、９２

ページ、款２、総務費、項１、総務管理

費、目８、公平委員会費及び目９、固定

資産評価審査委員会費につきましては、

公平・固定資産評価審査委員会運営のた

めの委員の報酬及び事務的な経費でござ

います。

　次に、１１２ページ、項４、選挙費、

目１、選挙管理委員会費につきましては、

選挙管理委員会運営のための委員の報酬

及び事務的な経費でございます。

　１１４ページ、目２、市長及び市議会

議員補欠選挙費につきましては、平成２

０年９月１４日執行の市長及び市議会議

員補欠選挙に係ります経費でございます。

その主なものといたしましては、投票立

会人等の報酬や投票開票事務従事者の人

件費のほか、節１２、役務費で入場整理

券の郵送料、節１３、委託料では、ポス

ター掲示場設営撤去委託料や開票所設営

撤去委託料、節１９、負担金、補助及び

交付金では、市が公費負担する選挙公営

制度交付金となっております。

　同じく１１４ページ、目３、農業委員

会選挙費につきましては、平成２０年７

月６日執行の農業委員会選挙に係る選挙

費用でございます。

　次に、１１６ページ、項６、監査委員

費、目１、監査委員費につきましては、

監査委員の報酬及び事務的な経費が主な

ものでございます。

　以上、決算の補足説明とさせていただ

きます。

○野口博委員長　以上で説明が終わりま

した。

　これより質疑に入ります。

　村上委員。

○村上英明委員　おはようございます。

まず歳入の方なんですけども、決算書の

２８ページでございます。その中で、収

入未済額というのが計上されております

けれども、収入未済額は平成２０年度合

計で約１１億円ということになっており

ますけれども、その中で市税分というこ

とで、約９５％の１０億５，５６２万８，

９７１円というのが計上されております。

そういう中で、収入未済額の分で、現年

の課税分と、それから滞納繰越分という

のも計上されておりますけれども、この

今、収入未済額というのはやっぱり縮減

という方で、市の方もしっかりと取り組

んでおられると思いますけども、この辺

の縮減に向けての取り組みということを、

お聞きしたいと思います。

　それから、次に同じく２８ページ。こ

れも収入未済額でございますけれども、

固定資産税の分でございます。固定資産

税ということで、この収入未済額の市税

の分の中では、約４２％を占めていると

いうことになっているかと思いますけれ

ども、その中で平成１９年度の決算と比

較しましても、若干ふえているというよ

うな状況でもございます。この分の固定

資産税につきましても、現年課税分と滞

納繰越分の収入未済額の縮減の取り組み

をされていると思いますけれども、これ

も具体的な、どういう取り組みをされて

いるのかというのを、お聞きしたいと思

います。

　それから、３番目なんですけれども、

これも歳入歳出決算書の５６ページでご

ざいます。款１６の財産収入という中で、

節１の土地の建物貸付収入ということで、

土地貸付収入というのが所管になってお

りますけども、これが平成１９年度決算

と比較しまして、約３６０万円ほど減額
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になっているかと思いますけども、この

あたりの理由をお聞きしたいと思います。

　それから４番目なんですけども、同じ

く５６ページでございますけども、一般

寄附金という中で、人権推進課所管とい

うことになっております。この中で、こ

の一般寄附金１５０万円という数字が計

上されておりますけれども、平成１９年

度では１００万円となっております。こ

のあたりの一般寄附金の活用内容につい

てお聞きしたいと思います。

　それから、歳入の６０ページでござい

ますけれども、款１９の諸収入という中

で、節１の滞納処分費ということで５，

５１５円が計上されております。この中

で当初予算では５万５，０００円になっ

ていたかと思いますけれども、当初予算

に比べて約１割の執行となっております

けれども、この乖離についての理由等々

ですね、それからまた滞納処分、先ほど

インターネットの公売ということも説明

されておったと思いますけども、そのあ

たりの内容を具体的にお聞きしたいと思

います。

　それから、６番目、同じ６０ページで

ございます。この中に節１の雑収入とい

う中で、職員手当等返還金というのがご

ざいます。先ほど消防関係ということで

ご説明があったかと思いますけども、平

成１９年度と比較しまして約３分の１ぐ

らいの減額になってきたのかなと、そう

いうふうに思っておりますけども、これ

具体的にもう一度、どういう場合に返還

というのになったのかということを、お

聞きしたいと思います。

　次は、歳出なんですけども、７６ペー

ジでございます。ここに款２総務費とい

う中で、節３の職員手当等、特殊勤務手

当（役職分）というのが計上されており

ます。決算額としましては３８万５，０

００円だと思いますけども、特殊勤務手

当ということで予算としましては３７万

２，０００円ということで、若干は増額

ということになっておるかと思いますけ

ども、これも確認という意味で、人事異

動についての増額だったというふうに思

いますけども、それの確認と、もう１点

は、役職上この特殊勤務手当というよう

な言葉がどうかなというように思います

ので、そのあたりを１点お聞きしたいと

思います。

　次の８０ページでございます。歳出で

ございますけれども、款２総務費という

中で、節９の旅費という、この人事課分

がございます。この旅費の中で人事課と

いうのは多分一番多かったかと思います

けども、この人事課分の出張の内容につ

いて、お聞きしたいと思います。

　それから、８２ページでございますけ

れども、節１３の委託料という中で、職

員の健康診断委託料というのが計上され

ております。予算は７００万円というこ

とで決算は６４５万６，７６４円であっ

たかと思いますけども、１９年度決算に

つきましては、約７３０万円ほどであっ

たかと思います。この中で平成２０年度

の受診状況と受診の人数、受診率という

ことで、この受診率に対してどういう認

識でおられるのかというのを、お聞きし

たいと思います。

　それから、次の８６ページでございま

すけれども、款２の総務費という中で、

節１１、需用費、修繕料、秘書課という

のが計上されております。これは決算と

いうことで８６万９，１２０円というこ

とで、当初予算よりも約倍ということで

計上されておりますけども、これも広報

板の修繕だと思いますけども、このあた

りの修繕内容をお聞きしたいと思います。

　同じく８６ページでございますけども、
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広報紙の配布の委託料というのが計上さ

れております。広報せっつ、お知らせ版、

今までもお知らせ版ということで、毎月

１日号を発行されておりますけども、こ

のあたりの事務報告書の部数４万５，５

００部と計上されておりますけども、摂

津市の世帯数また企業の数等々から見て、

この辺の４万５，５００という数字はど

うなのかなと。どういう認識をされてい

るのかなというのを、１点お聞きしたい

と思います。

　次の８８ページでございますけども、

ホームページ業務派遣料というのが計上

されております。これもホームページに

つきましても、全面リニューアルされた

ということで、先ほども補足説明の中で

広告掲載料ということで収入が上がって

おりますけども、ホームページ業務派遣

料という中で、派遣の日数とか、あと人

数についてお尋ねしたいと思います。

　同じく８８ページでございますけれど

も、款２の総務費という中で節１２、役

務費の手数料が計上されております。平

成１９年度決算では１１２万３，０００

円ということなんですけども、予算では

１９０万円ほど計上されておったかと思

いますけども、このあたりの減額の内容

について、お尋ねしたいと思います。

　それから８８ページ、同じですけども、

節１１の需用費、光熱水費ということが

計上されております。決算額４，６５７

万６，１５２円ということで、予算額５，

３７４万円という予算だったと思います

けども、このあたりで約７００万円ほど

減額をなされておりますけども、このあ

たりの内容についてお尋ねしたいと思い

ます。

　それから、８８ページ、同じでござい

ますけれども、節１３の委託料という中

で、庁舎の総合管理委託料というのが決

算額ということで２，４４６万４３５円

ということが計上されております。これ

も年度内に約１，０００万円ほど減額の

補正をされておりますけども、その中で

どういう形でこの総合管理委託料という

のが、平成１９年度の決算では１，８０

０万円ほど計上されておりますけれども、

この増額分ですね、どういう形で増額に

なったのかなというのを、お聞きしたい

と思います。

　それから、９０ページでございますけ

れども、廃校建物等調査設計委託料とい

うのが計上されております。これも平成

２０年度決算ということで１４４万９，

０００円ということなんですけども、予

算としまして約４分の３の執行というこ

とだと思いますけども、この辺の調査の

内容と、今後どういう活用をされていく

のかというのを、お聞きしたいと思いま

す。

　それから、１０４ページでございます

けども、特殊勤務手当の第２種というの

が計上されております。この中で決算時

ですね、予算と比較しまして約１１０万

円程度減額になっておりますけども、こ

のあたりの内容について、お尋ねしたい

と思います。

　それから、次は当初予算書の１０４ペー

ジ、１０５ページに計上されておった期

日前投票の増設分初期設定委託料２５万

２，０００円ですね、これが未執行となっ

ておりますけども、そのあたりの内容に

ついて、お尋ねしたいと思います。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　広報関係に関しまし

て、３点の質問にお答えいたします。

　まず広報板の管理につきましてですが、

平成２０年度末で事務報告書に掲載して

おります２１６基がございます。広報板

の修繕に当たりましては、シルバー人材
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センターの方に点検を委託しておりまし

て、毎月の報告を受けまして、平成２０

年度は月で申しますと６月、８月及び３

月にそれぞれ修繕を行いました。修繕の

内容につきましては、平成２０年度建て

替え１１基、張り面の補修が１基、その

ほか撤去、移設などを行いました。執行

に当たりましては、修繕箇所はかなり多

数を抱えております。年度末の予算の他

の経費の予算執行状況を見まして、流用

して対応いたしました。広報板の今回流

用いたしました額は、４０万６，０００

円の流用をしまして、先ほどの修繕を行

いました。

　続きまして、広報紙の配布につきまし

て、１日号４万５，５００部の内訳等に

つきましてですが、１日号４万５，５０

０部につきましては、市内の事業所を含

む全世帯の配布に４万２，１１０部を要

しております。そのほか委託しておりま

す配達員さんの予備分を含めまして、そ

れとあわせまして公共施設、駅などの配

布でそれぞれ１，４４０部、市民サービ

スコーナーと駅などで３５０部を配置し

ますと、ストックとして１，３００部が

広報の方に残っておる状況です。

　続きまして、ホームページの業務派遣

につきましてですが、平成２０年度派遣

は週３回来ていただいておりまして、年

間１２４日間の勤務をしていただきまし

た。人数ですが１人です。

○野口博委員長　局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私の方から、選挙費用に係りま

す分につきまして、ご答弁させていただ

きたいと思います。

　今回、市長選で投票所の統廃合を考え

ておりまして、今回実施できなかったわ

けなんですけども、実施した場合につき

まして、同時に期日前投票所の増設を考

えておりました。結果、投票所の統廃合

もできず、期日前投票所につきましても

複数化ということも執行しなかったこと

につきまして、その執行した場合に係り

ますシステムの管理経費につきまして、

この２５万２，０００円を計上しとった

わけですけれども、それを執行しなかっ

たということでございます。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、私の方から

納税課にかかわりますことについて、ご

答弁申し上げます。

　まず、１点目、２点目の収入未済額の

増についてというところでございますが、

これにつきましては課税額であったり、

収納額の増減、また徴収率等に大きく関

連しているところでございます。今回、

収入未済額についてふえているというご

指摘をいただいているところでございま

すが、実は平成１９年度の税源移譲等が

ございました税制改正により、住民税の

課税額というものが大幅に増加いたして

おります。これによりまして、仮に徴収

率が同じということでありましても、収

入未済額というのが残念ながらふえるよ

うな傾向がございまして、ちなみに平成

１８年の収入未済額を基準として見てみ

ますと、平成１９年度の収入未済額が平

成１８年比で１１０．６％と、そして平

成２０年度が１２６．０％という形に増

加している形です。ちなみに大阪府の平

均で申し上げますと、平成１９年度が１

１５．０％、平成２０年度が１３０．２

％と、本市の比よりも増加している形に

なっております。とは申しましても、我々

府下の平均もふえているからということ

で安心することでなく、これまでから取

り組んでおります徴収率の向上に向けた

努力ということで、具体的には滞納整理

の早期の着手であったり、臨戸調査であっ
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たり、転出者の追跡調査、財産調査等の

滞納処分等を強化しながら、今後も有効

な徴収事務を進めてまいる考えでござい

ます。

　次に、滞納処分費についてでございま

す。この部分につきましては、平成２０

年度から実施いたしておりますインター

ネット公売にかかわります滞納処分費で

ございますが、実はインターネット公売

ということで、動産をインターネットに

よって公売を実施しておるわけですが、

その実施の際に仲介業者にかかわります

手数料というものが発生してまいります。

この手数料につきましては、一たん市の

予算で手数料を支払っておりますが、こ

の部分を滞納処分費として、落札価格で

入ってきた部分から後に滞納処分費とし

て実際にかかった手数料部分を歳入とし

て受けています。落札された金額から、

その手数料部分を引いた残りの部分が、

滞納されている税金の方に充当させてい

ただいているという形になっております。

ちなみに平成２０年度につきましては、

２回のインターネット公売に参加いたし

まして、出展数といたしましては１０品

目の出展を行っております。そして、合

計の落札価格が１７万５，１５２円となっ

ております。

　次に、１０４ページにあります特殊勤

務手当第２種に係る部分で、どういう内

容かということでのお問いですが、この

部分につきましては、納入督励によりま

す市税の実地徴収に従事する職員につい

ては、実地徴収を行った部分について日

額２００円という部分と、あと滞納繰越

分の税金に係る徴収金の１，０００分の

１０という額を、特殊勤務手当という形

で支給させてもらっております。ちなみ

に２０年度の実績でございますが、年間

で延べ実地徴収が３０７日となっており

ます。滞納徴収金でございますが、２億

６，１３３万２，０６２円の徴収金を得

ているという形になっております。　

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係りますご質問について、ご答弁さ

せていただきます。

　まず、市有地の賃貸収入が減額したと

いうことの理由でございますが、現在、

市有地の賃貸収入は市の所有しておりま

すモノレール南摂津駅前にあります駐車

場など５か所と、土地開発公社が市に無

償貸与し駐車場としてお貸ししておりま

す、千里丘４丁目旧放置自転車置き場用

地の土地１か所との計６か所でございま

す。平成１９年度は８か所の市有地で賃

貸契約しておりましたが、南千里丘の開

発に伴い、駐車場として利用されており

ました土地など、契約解除になったとこ

ろが２か所ございまして、平成２０年度

には６か所となり、３６０万円余りの収

入減となったものでございます。

　続きまして、庁舎管理の管理事業での

光熱水費でございますが、平成２０年度

の光熱水費のうちガス料金は前年度比１．

５４％減の３９３万１，８１３円。水道

料金は同じく３．６％減の７４４万９，

１５３円と節約することができましたが、

電気料金は６．１８％増の３，１８５万

３，６９９円となりました。総額で３．

６２％、１５１万１，８５５円の増加と

なりました。電気料金増加の原因といた

しまして、デマンド超過によります基本

料金が増加したことと、石油単価上昇に

伴い燃料費価格が調整され、使用料金が

増加したものでございます。総務防災課

といたしましても、デマンド超過を防ぐ

ために、本館と新館の空調開始時間をず

らしたり、廊下の電灯を間引いたりする

など、電気料金の抑制に努めております。
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残念ながら電気料金の削減はかなわなかっ

たわけでございますが、昼食時の消灯な

ど、職員一人ひとりの心がけとともに、

今後ともクールビズ、ウォームビズの運

動を進め、地球温暖化の観点からも節約

に努めてまいりたいと考えております。

　次に、庁舎総合管理委託料の増加した

理由でございますが、平成１９年度の庁

舎総合管理委託料は、１，８３０万２，

９２０円でありましたが、平成２０年度

は２，４４６万４３５円となり、６１５

万７，５１５円の増加となりました。増

加の内容でございますが、前年度に比べ

まして加湿器保守点検、床置き型大型全

熱交換機ユニット保守点検、チェーンゲー

ト保守点検が新規に加わっております。

　庁舎総合管理は平成１９年度までは３

か年の契約でございましたが、平成２０

年度からは５か年の契約として、入札に

より業者決定いたしました。入札には１

５者の参加があり、前回と同じ業者に決

定されました。通常３年契約から５年契

約になることにより、契約単価が下がる

ことが多いのではございますが、前回の

契約では人件費単価が最低賃金レベルで

ありましたので、電話交換手や庁舎管理

に従事する有資格者に対する人件費単価

を見直したために、契約額が上昇したも

のが主な原因でございます。

　最後に、廃校建物等の設計委託業務で

ございますが、ご存じのように旧三宅小

学校、旧味舌小学校がスポーツセンター

として利用されるということになりまし

て、小学校施設から市民開放されるとい

うことになりますので、施設の変更の必

要が出てまいりました。そのために配線、

配電の設備の設計委託、設計と、それか

ら給排水の設計、それから建物の通用口

の設計、防火防犯対策等の設計に要した

費用でございます。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　ただいまの廃校建

物等調査設計委託料に絡みまして、今後

の活用方針、方向性はどうかというお問

いでございますが、これにつきましては

１０月議会の本会議一般質問にもありま

したとおり、そこでの答弁の域を超える

ものではございませんが、現在のところ

具体的な方針ということについては決定

されておらないということでございます。

ご承知のとおり体育館につきましては、

避難所としての機能をしっかりとこれか

らも持たせて、地域の避難所として恒久

活用することについては変わりませんが、

グラウンド及び校舎の多目的教室及び視

聴覚教室につきましては、平成２３年３

月３１日までの暫定活用ということになっ

ておりますので、今後、社会経済状況の

変化等、また市の財政状況等をしっかり

と見きわめながら、例えば期間の延長、

いわゆる暫定活用の延長、また経済状況、

財政状況によっては売却等、あらゆる選

択肢を排除することなく、庁内で検討を

進めるとともに、住民の皆様とも最大公

約数での合意の形成を図れたらというふ

うに考えてございます。

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら人事課に関するご質問に答弁申し上げ

ます。

　まず、１点目、職員手当等の返還金に

つきましてでございますが、こちらの方

は扶養手当等、過年度に過払いのあった

ものについて返還金として計上している

ものでございます。平成１９年度と平成

２０年度の減額の詳細については、後ほ

ど消防よりお答えいただきたいと思いま

す。

　２点目、旅費についてでございます。

こちらの方、決算額１７２万１，０５０
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円に対しまして主なものとしましては、

専門能力開発向上事業、研修に係る旅費

１４２万９，６９０円を計上しておりま

す。

　３点目の役職手当についてですけども、

３７万円当初から３８万５，０００円に

なっている理由につきましては、人事異

動に伴いまして課長代理級の人数がふえ

たことによるものでございます。また、

この役職手当につきましては、特殊勤務

手当として位置づけをしております。

　４つ目の健康診断の受診率につきまし

て、平成１９年度の受診率につきまして

は９３．７％、平成２０年度につきまし

ては９２．１６％となっております。こ

ちらの方は一般に人事課の方で行ってい

る定期健康診断とし、また個人で定期健

康診断のかわりに人間ドック等を受診し

ておる者の人数で、受診率を出しており

ます。９２．１６％となっておりますが、

人事課としましては、今後、１００％を

目指して未受信者に指導をしてまいりた

いと考えております。

○野口博委員長　林参事。

○林人権推進課参事　人権推進課分の１

５０万円についてご説明申し上げます。

　１５０万円の内訳は、１００万円が法

人、５０万円が個人の方からということ

です。内容については、人間基礎教育に

関する事業に対してということで、寄附

をお受けしております。人間基礎教育と

いうのは、まちづくり、ひとづくりの基

本であって、市の施策すべてに通じるも

のだと私どもは考えております。今年度、

人権推進課が予算化して執行しました啓

発物につきましては、主なものは大正川

の鯉のぼりのイベントに活用していただ

くための鯉のぼり、それから市の施設に

掲揚しました鯉のぼりが主なものであり

ます。予算としましては６７万４，５２

０円を執行しております。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　それでは、

私の方から決算書６１ページ、職員手当

返還金についてのご答弁を申し上げたい

と思います。

　記載の決算額１２８万８，６７５円の

うち１２７万９，３１８円が、消防職員

に係る休日勤務手当の返還金でございま

す。これは、平成１９年度の決算でもご

認定いただきましたが、隔日勤務にある

消防職員８５名に支払いしました休日勤

務手当、平成１５年度以降分の返還金で

ございます。返還金の合計といたしまし

ては６３３万４，６９４円でございまし

た。このうち平成１９年度の決算で５０

５万５，３７６円を収入いたしまして、

残りを分割での返還を希望しました職員

２１名分として、平成２０年度決算で１

２７万９，３１８円を収入いたしました。

　過払いが発生しました理由につきまし

て、ご説明を申し上げます。発生しまし

た原因は、法律で定める休日と条例で定

める休日を、私どもが取り間違えておっ

たというのが原因でございます。休日給

の支払につきましては、本市の条例、一

般職の職員の給与に関する条例というの

がございます。これは国の法律で一般職

の職員の給与に関する法律に準拠したも

ので定めております。その中で規定され

ている内容といたしましては、消防の隔

日勤務などの職員にあっては、国民の祝

日に関する法律による休日が週休日に当

たるときは、その直後の勤務日等に休日

勤務手当を支給されるということになっ

ております。しかし、国民の祝日以外の、

例えば条例で定める年末年始などの休日

が週休日に当たっても、その直後の勤務

日にはこれを支給してはだめというよう

な運用になっております。しかしながら、
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先ほど申し上げました法律上で言う休日

と条例で言う休日を混同しておりました

関係で、過去の条例では支給できるとい

うふうに記載されておりましたんで、最

近においてまで支給をしておりました。

平成１９年の９月に大阪府から全国的な

流れも踏まえまして、支給の状況の調査

がありまして、初めて過払いであるとい

うことを私どもは認識いたしまして、事

務処理に努めてまいりました。

○野口博委員長　固定資産税の収入未済

額についての答弁がないようですが。野

村課長、その分だけ答弁してください。

○野村納税課長　固定資産税の収入未済

額につきましては、個人住民税の収入未

済額と同様ということでお答えさせてい

ただいたんですが、徴収の強化をこれか

らも続けていくということで、収入未済

額を減らしていくということに努めてい

くのが、我々納税課の職員としては一番

努めないといけないところかなと考えて

おります。

○野口博委員長　８８ページ、役務費に

ついての質問に対する答弁がないようで

すが。

　寺西室長。

○寺西会計室長　役務費の手数料でござ

いますが、平成２０年度決算で１２万３，

９２０円ということになっております。

この分につきましては、ゆうちょ銀行の

手数料が納付書払いの分がゼロになった

ということによって、減額になっており

ます。

○野口博委員長　村上委員。　

○村上英明委員　それでは、２点目の質

問をさせていただきます。

　１点目、決算書の２８ページの収入未

済額の件でございますけども、やはり税

というものに関して、市民の皆様からい

ただいて、市民税をまた皆様に還元する

というような形の市の施策等々、いろい

ろと打っておられると思いますけども。

そういう中で、やはり税を皆様からいた

だくという公平性という観点から、やは

りこの徴収率というのはしっかりと上げ

ていかなければいけないのではないかな

と、そういうふうに思うんですけども。

ただ、先ほどご答弁がありましたけども、

府の平均から見れば、平成１９年度では

約５％低いと。それから平成２０年度に

おきましては約４％程度差があるという

ようなことでもございますけども、そう

いう中で、税に対しまして収入が低い方

でも、しっかりと市民だから、やっぱり

税を納めるという義務があるという形で、

税を納めるという意欲が高いというんで

すか、しっかりとやっていかなければい

けないというような方もおられるかと思

いますけども、そのあたりでもう１点、

高額所得者の方に対しては、どういう対

応をされて、もしその方で未収入という

方がおられれば、どういう対応をされて

いるのかというのを、１回だけお尋ねし

たいと思います。固定資産につきまして

は、ある程度の、どこの自治体もそうで

すけども安定している収入という中の１

つかと思いますけども、その中で、やは

りこの未済額というのをしっかりと押さ

えていっていただいて、この辺も市民の

税の公平性という観点から、これは徴収

率を高めていっていただきたいというふ

うに思いますので、固定資産税の分につ

いては要望とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

　それから、土地の貸付収入の件でござ

います。これは南千里丘の駅前の開発等々

の絡みで８か所から６か所になったとい

うお話しでもございました。その中で、

今、市の普通財産等々なって、また土地

開発公社の財産になっているところもあ
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ろうかと思いますけども、そのあたりで

今現状、言い方は悪いかもしれませんけ

ども、草の管理をしているような、そう

いう土地も見られるようなこともあると

思いますので、駐車場もそうなんですけ

ども、資材置き場等々さまざまな形で活

用していただくという方向で、また今後

しっかりと計画を持って取り組んでいっ

ていただきたいなというように思います

ので、これも要望とさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、一般寄附金の件でございま

す。先ほど１５０万円入ってきて、６７

万円執行ということも言われておりまし

た。そういう中で、やはり寄附される側

の方から見れば、先ほどの人間基礎教育

に使ってほしいというようなお話での寄

附ということもございますので、このあ

たりは寄附者の思いをしっかりと重視し

ていただいて、この寄附金については今

後、活用していただければなと、そうい

うふうに思いますので、これも要望とさ

せていただきます。

　それから、６０ページの滞納処分費の

件でございます。先ほど、平成２０年度

の動産のインターネット公売ということ

で、平成２０年度につきましては２回分

の１０品目、それから１７万５，１５２

円の収入がありましたということでござ

いますけども、これはもう一回、当初予

算の中で約５万５，０００円という設定

と乖離があったということで、今後どう

いうふうにされていくのかということを、

お尋ねしたいと思います。

　それから６０ページの職員手当等返還

金でございますけども、これもほとんど

消防という中でございました。１２８万

８，６７５円のうち、消防の分が１２７

万９，３１８円ということで、差額は１

万円程度ということであったかと思いま

すけども、この１万円の分に関してどう

いう、どういう内容での返還であったの

かなと。この１点だけをお尋ねしたいと

思います。

　それから、７番目の特殊勤務手当でご

ざいますけども、これは課長代理、係長

という方の役職という中であると思うん

ですけども、この辺の特殊勤務という言

葉の方かもわからないですけども、やは

り通常の勤務の中にあって、たまたま日

にちを特殊な勤務で従事しますよとかい

う形で、１日とか１回とかの手当という

のは理解できるというふうに思いますけ

ども、このあたりでこの条例等々を見ま

すと、月額というふうに、この手当がなっ

ておりますけども、そのあたりで、また

しっかりとこれは見直していくべきじゃ

ないのかなと思います。これも従前から

いろいろと議事録を見ていますと、やは

り見直していかなければいけないという

ことで、検討しますよということで、今

いろいろとこの数年、ご答弁をされてい

るかと思いますけども、今後の方向性を

一回お尋ねしたいと思います。

　それから、８０ページの旅費の件でご

ざいます。これは、旅費の条例によりま

して日当ということで３，０００円もし

くは２，０００円というのが条例で定め

られておりますけども、３，０００円と

か２，０００円というきれいな数字の中

で、今までの設定額の経緯とか、考え方

がわかれば、１点お尋ねしたいと思いま

す。

　次の職員の健康診断の件でございます

けども、今、受診率が平成１９年度で９

３．７％ですか、それから平成２０年が

９２．１６％ということなんですけども、

職員さんの人数等々にもよるかもしれま

せんけども、平成１７年度は９６．８％、

平成１８年度は９４．７％ということで、
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徐々に数字が減ってきているというふう

に認識しております。その中で、地方公

務員法第４７条という中に、地方公共団

体は職員の保健ですね、それから元気回

復その他厚生に関する事項について計画

を樹立して、これを実施しなければなら

ないというように明記をされております。

その中で、今後の受診率の向上に向けて、

どういう取り組みをされていくのかの１

点と、それから正職以外の臨職の方の健

康管理について、どういう対応をされて

きたのかなと、そういうのをこの２点を

お尋ねしたいと思います。

　修繕料の秘書課の所管分でございます。

先ほど、建て替えを１１か所等々修繕も

されているというようなこともございま

した。現場に行くと、このベニヤ板とい

うか板の劣化等々で、やはり押しピンが

もう刺さり切らないというんですか、抜

けてしまうというような場所もかなり多

くあると思いますけども、そのあたりで

この修繕の計画の考え方ですね。あと設

置等から修繕に係る規定等々があるのか

どうかということを、お尋ねしたいと思

います。

　それから、次の広報紙の件でございま

すけども、今、事務報告では４万５，５

００部ということで、平成２０年度は配

布されましたということで、１，３００

部をストックしてますよというようなこ

ともございました。この委託料が約４１

３万８，５８５円になっているかと思い

ますけども、ちょっと教えていただきた

いんですけども、例えば１，３００部を

削減すれば委託料はどうなるのかという

ことですね。後もう一つ、マンション等々

の空き部屋と見られるようなところにも

配布されているような現状が時々見受け

られるんですね。そういうことで、数部

になるかもしれませんけども、やはりポ

ストに入れられていると、ごみ扱いにさ

れてしまうというようなこともございま

すので、この辺はしっかりと空き部屋は

なくすべきではないのかなと思いますの

で、このあたり要望させていただきます

けども、先ほどの委託料の件を１点だけ

お尋ねしたいと思います。

　それからホームページの業務派遣料で

ございます。これも１回目で申しました

ように、結構リニューアルされまして使

いやすいようにホームページはなってき

たのではないかなと、そういうふうに思っ

ておりますし、また広告掲載ですね、そ

ういう観点で収入確保というのは取り組

みをされているというのは、かなりいい

ものではないかなと、そういうふうに思

いますけども。私も時々見るんですけど

も、防災関係とか避難所が、その所管課

からクリックしていかないと、ちょっと

わかりづらいというところがありますの

で、緊急時の情報発信というか、市民に

周知するという、そういう意味でこの防

災関係とか、また避難所というのは、ホー

ムページのトップに持っていくべきじゃ

ないのかなと、そういうふうに思うんで

すけども、そのあたりのお考えを１点だ

けお尋ねしたいと思います。

　それから、役務費の手数料、先ほどご

答弁いただきましたけども、ゆうちょ銀

行の分が納付書手数料が減となりました

ということでありました。これは、平成

２１年度に絡むかわかりませんけども、

今後、この減の予算のまま平成２１年度

はいく方向なのかということだけ、１点

だけちょっと確認の意味でご答弁をお願

いしたいと思います。

　それから、８８ページの光熱水費の件

でございます。これガスが１．５％とか、

水道が１．６％減ということでもござい

ましたけども、電気代等々が上がってま
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すよというようなこともございました。

この光熱水費、この中には三宅、味舌の

スポーツセンターの分も含まれていると

いうふうに認識したんですけども、その

確認で１点お尋ねしたいと思います。

　それから、次の庁舎の総合管理委託料

でございます。先ほど、加湿器等の点検

等々も含めまして、３つということであっ

たかと思いますけども。その分、平成１

９年度から見て増額というふうになって

いるということでもございました。その

反面、３年契約を５年契約に変更された

ということでもございましたので、この

あたり、しっかりとこれは要望なんです

けども、庁舎の建築年数の延命化という

ことも含めて、この点検も含めて、庁舎

の総合管理、しっかりと運営していって

いただければなと、そういうふうに思い

ます。それと、これも要望なんですけど

も、庁舎の総合という中にあるという中

で、１階のテレビがあると思うんですけ

ども、この辺を例えば定例会で決まった

ことを流すとか、あと今回もそうなんで

すけども、新型インフルエンザワクチン

接種ということで、大阪府下の低所得者

の方にも補助をされるというようなこと

もありましたけども、そういったことも

含めて、市民の皆様により多くというか、

しっかりと周知できるような形でしてい

きたいと思いますので、ホームページに

掲載しますよとか、いろいろと広報で既

にもうお知らせしますよということも言

われておりますけども、こういうテレビ

を通して、市民の皆様に今回の定例会は

こういう内容でしたよとか、今回のイン

フルエンザはこういう制度ですよという

ふうなことも含めて、周知していただけ

れば、より市民の方にわかりやすいのじゃ

ないのかなと、そういうふうに思います

ので、この件は要望とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、廃校建物の件でございます

けども、スポーツセンターの附属施設と

いうことで、この三宅、味舌のスポーツ

センターが平成２３年３月までの暫定と

いうことで活用されるようなこともござ

いました。これも平成１９年の５月です

か、摂津市小学校跡地活用検討方針が策

定されたということで、この方針に基づ

いてやられていると思いますけども、こ

ういう廃校する建物ですね、地域の皆様

の防災拠点等ともございますし、今まで

親しみを持って通学されてきたお子様等々

もおられると思いますので、このあたり、

地域の資産という中でしっかりと活用し

ていただければなというふうに思います

ので、これは要望とさせていただきます。

　それから、１０４ページ、特殊勤務手

当でございますけども、先ほど、２億６，

５００万円の収入がありましたというこ

とで、２７０万円という旅費を活用され

る中で、この２億６，５００万円の収入

というのは、投資対効果という意味では、

かなりあるのではないかなと、そういう

ふうに思いますし、この３０７日という

ことで、土日を除けばもうほとんど行っ

ておられるような形であるかと思います。

そういう中でしっかりと、一番最初に申

しました市税という、公平性という中に

ありますので、この辺はしっかりと徴収

率の向上に向けて、またしっかりと仕事

をしていただければなと、そういうふう

に思いますので、よろしくお願いします。

　それから、最後ですけども、期日前投

票の増設の分でございます。先ほどちょっ

と若干、ご答弁もございましたけども、

以前といいますか、議事録等々を見ます

と、千里丘、別府、鳥飼、そういった地

区で行えないのかなと、そういうのは検

討していきますよというお話もございま
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したけども、その中で、期日前投票、摂

津市議会議員選挙と衆議院と同日選挙も

ございました。投票率も上がったわけで

ございますけども、それ以前にこの期日

前というのが、かなり数字が上がってい

たんじゃないのかなと、そういうふうに

思いますので、このあたりで、やはり期

日前投票場所の増設ということも、しっ

かりと今度は考えていかなければいけな

いのじゃないのかなと、そういうふうに

思うんですけども、もう一度、今の現状

での、こういう計画ですよとか、こうい

う課題がありますよとかいうことがわか

れば、教えていただければなと、そうい

うふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。

　２回目、以上でございます。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、光熱水費

のお問いがございましたので、ご答弁さ

せていただきます。

　市有財産の関係で、光熱水費、旧の味

舌、旧の三宅小学校、これはスポーツセ

ンターになっているわけですが、この分

を含んでおるかということであったかと

思います。先ほどご答弁させていただい

た数字の中には、この両施設の光熱水費

は含んでおりません。この両施設におき

まして、電気、水道代で約３２０万円余

りの増加となっております。

○野口博委員長　寺西室長。

○寺西会計室長　ゆうちょ銀行の手数料

の件でございますが、役務費として平成

２０年度当初予算１９０万円を計上して

おりましたが、１７６万円を減額補正い

たしまして、１４万円の予算額というこ

とで、最終的に１２万３，９２０円の執

行ということでございます。そして、平

成２１年度当初予算には２４万円の予算

計上をいたしておるところでございます。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、２回目のご

質問にお答えさせていただきます。

　まず１点目の、高額所得者への対応と

いうことでございますが、税額にして１

００万円以上であったり、５０万円以上

の税額の方で、未納となっている部分に

つきましては、秋以降のちょうど今の時

期ですが、リストを作成して滞納繰越と

なる前から、交渉の方を行っているとい

う形です。ただ、その中で、残念ながら

滞納繰越となった場合におきましても、

資産調査等を行った中で、財産を有して

いる者につきましては、差し押さえ等の

滞納処分を執行しているという状況でご

ざいます。

　２点目の滞納処分費、当初予算５万５，

０００円との乖離部分についてというこ

とでございますが、先ほど１回目のご答

弁でも申し上げましたとおり、インター

ネット公売で落札された場合のシステム

の利用における手数料の部分と、実はも

う１点、出展物の価格設定が難しいよう

な場合、例えば骨とうなどの品物であっ

たり、高額な品物というものが、ネット

公売ということで押さえるがことができ

た場合に、当初の価格設定がなかなか難

しい場合がございます。その場合には専

門業者にその品物の現状の市場価格等の

鑑定を依頼するケースがございますので、

その鑑定の委託料として当初予算で３万

円見ておりましたけども、平成２０年度

につきましては、その鑑定委託を必要と

する品がなかったということで、この部

分が未執行という形になっておりますの

で、乖離部分としてはその部分が出てき

ているのかなと思います。

　そしてこの部分の今後の取り組みです

が、やっぱり動産のインターネット公売

ということで、お金にかえることがすぐ
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にできるというすごいメリットがござい

ますので、滞納者との納税相談をやる中

では、当然、ご本人の資力に応じた納税

相談というのも必要になってきますが、

それと並行してといいますか、こういう

動産のインターネット公売というのも、

市としては積極的にやっていっているの

で、その辺の周知等をしながら、協力を

求めていくような形で進めていきたいと

思います。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　広報板につきまして、

まずご答弁申し上げます。

　先ほど答弁申し上げました２１６基の

広報板のタイプの内訳といたしまして、

委員ご指摘のベニヤがむき出しの２本の

支柱、アングルで支えております古いタ

イプと言っておりますが、それと張り面

をラバーで覆って四方を鉄骨で支えてお

ります新しいタイプの２種類がございま

して、２１６基のうち古いタイプが現在

まだ５８基、約３割ほど残っております。

古いタイプといいますのは昭和４０年代

から設置されたもので、以前の修繕につ

きましてはベニヤ板を上から張りつけて

使用している実態もございます。そういっ

た古いタイプの建てかえの修繕が、ここ

最近ふえてきておりますので、今後の修

繕につきましては、できるだけ予算の確

保に努めながら、早急な修繕が図られる

よう、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

　広報板の設置規定でございます。これ

に関しましては、他市さん等を見ますと、

自治会に１基ずつとか、広報板の設置の

要綱を定めておられるところがあります。

本市の場合は設置要綱は今ございません。

これまでの経緯といたしましては、開発

行為のときに伴いまして、広報板の設置

を要請するケース等がありました。ただ、

平成１４年度からの新設を凍結してきて

以来、広報板の方は大体２１６基、７基

の数字で推移しております。

　続きまして、広報紙の配布の関係でご

ざいますが、先ほど申し上げました事務

報告書４万５，５００部の部数につきま

しては、これ広報紙の印刷の方の部数で

ございまして、そのうち配布、１日号の

全戸配布でございますが、平成１９年度

当初の配布からかなりの配布漏れをいた

しまして、ローラー的な配布をしたいと

いうことで、事業所等を含む４万２，０

００部の配布になりました。１日号、こ

れは全戸配布でございますので、１，３

００部のストックが要るのかどうかとい

うことになりますと、これは配布漏れの

対応としても若干多いストックになろう

かと思いますので、そういった観点で印

刷部数の精査を図ってまいりたいと考え

ております。

　続きまして、ホームページのトップペー

ジに防災情報をということでございます。

平成１９年度にリニューアルに着手しま

して、平成２０年度から公開しておりま

すが、より利用しやすく、必要としてい

る情報を入手しやすいページを目指して、

デザインを新たにいたしました。カテゴ

リーも見直し、キーワードでサイト内検

索機能もつけて、情報を見つけるに当た

りまして時間の短縮につながるように設

定しております。ただ、委員ご指摘のと

おり、市民向けにいざというときのため

の救急・防災情報がトップページにござ

いません。緊急時のときにはトップペー

ジを差しかえる機能はつけておりますが、

ふだんからそういうトップページにおき

まして、市民の啓発に努める形というこ

とでございます。最近の異常気象の増加

等、重要度の増している項目でもあろう

かと考えられますので、担当課とも十分
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協議して、その体制、配置できるように

取り組んでまいります。　

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら２回目の答弁をさせていただきます。

　まず、１点、職員手当等返還金につき

ましてでございます。消防の職員に関す

る休日勤務手当のほかに、９，３５７円

計上しております。内容としましては、

過年度分の時間外勤務手当の中で一部誤

りがありまして、返還金として計上した

ものでございます。

　旅費の日当の考え方でございますが、

旅費には鉄道賃等の運賃、それと日当、

宿泊料、食卓料というものがございます。

うち日当につきましては、出張中の昼食

費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地で

ある地域内を循環する場合の交通費等を

賄うための旅費でございます。金額的に

はおおむね昼食代が半分、その他の費用

が半分という構成と考えられています。

　３点目の役付手当でございます。こち

らの方につきましては、今後、今作成中

であります第４次行財政改革の中で、給

与制度等の見直しの１つとしてメニュー

化できないかどうかなど、いろいろな視

点から検討してまいりたいと考えており

ます。

　４点目の健康診断の受診率の向上につ

いてですが、今現在、職員につきまして

は未受診者に対しまして書面で受診を促

しております。それでもまだ未受診の場

合につきましては、人事課にいます看護

師が直接面談等で受診を促しております。

それでもまだなおかつ未受診の場合につ

きましては、人事課の管理職、我々が直

接受診するように伝えるように対応の方

をしております。

　臨時、非常勤職員の健康管理につきま

しては、定期健康診断の時期に雇用され

ている方々につきましては、職員と同じ

く定期健康診断の方を受診していただい

ております。また、健康保険に加入して

おられます非常勤、臨時職員の方につき

ましては、人間ドックの方の利用も可能

となっております。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私の方から期日前投票所に係り

ます増設について、２回目のご答弁をさ

せていただきたいと思います。

　先ほども申し上げましたように、期日

前の投票所の増設につきましては、統廃

合ということを前提に選挙管理委員会と

しては考えてまいりました。統廃合する

ことによって、高齢者や障害者の方に、

投票所の来る機会を奪いかねないという

ことで、期日前投票所の増設を考えてき

たところでございます。昨年につきまし

てはオープンシステムを入れた当初とい

うことで、システムの関係で見送ってき

たところで、２回の選挙を受けまして、

システムにつきましては安定的に稼働し

ているのかなと、現在考えております。

今後、複数にした場合におきまして、そ

のシステムが複数箇所で同時に動かした

場合、どのような形でちゃんと動くのか

どうかにつきまして、確認する必要が現

在あるのかというふうに考えております。

また、委員ご指摘のように、期日前投票

につきまして、かなりの方が利用されて

いるという現状がございます。その点に

つきまして、統廃合と別にということの

ご質問かと思うんですけども、この点に

つきましては今現在検討しているところ

なんですけども、ずっと１か所でする、

期日前の期間中ずっとするということに

なりますと、費用がかなりかかるとか、

有権者にとってどのような形が一番いい

のか、その場所についても、先ほども私
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どもが考えております千里丘、別府、鳥

飼地区でするのがいいのかどうか、また

駅前でするのがいいのかどうか、その辺

についても今後考えていかなければなら

ない課題というふうに、現在考えている

ところでございます。

○野口博委員長　村上委員。

○村上英明委員　１点目の市民税に対す

る収入未済額の件でございますけれども、

やはり１回目、２回目ともどもに申しま

したけども、やはりこの負担の公平性と

いうことがありますので、このあたりも

しっかりと高額であっても、徴収率の向

上にまた取り組んでいっていただければ

なというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

　滞納処分費の件でございますけれども、

予算との差額ということで、主に鑑定の

件が差額として出てきましたよというこ

とでございました。このあたりも、やは

り税ということも踏まえて、やっぱり滞

納処分というのはしっかりと取り組んで

いっていただきたいなと、そういうふう

に思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、職員手当等の返還金の人事

課の分ですけども、９，３５０円という

ことがありましたということでございま

す。この辺も事務処理等々のこともある

かもわからないですけども、やはりこう

いう返還というのは、ゼロになるのがベ

ストじゃないのかなと、そういうふうに

思いますので、このあたりをしっかりと

システム、またこの時間外の管理ですね、

今後しっかりと行っていただけるように、

よろしくお願いいたします。

　それから、もう一つ、特殊勤務手当、

役職分の件なんですけども、先ほど給与

制度を見直すというお話もございました。

これは係長ということで月１，０００円、

それから課長代理ということで月２，０

００円という、この手当がどうのこうの

ということではなくて、特殊勤務手当の

欄に載ってるというのがどうなのかなと、

そういうふうに思いましたので、先ほど

２回目でも申しましたように、特殊勤務

という言葉の一般的な解釈というんです

か、そういう意味からして、この枠から

外すなりということで、今後またしっか

りと人事制度の見直しをお願いしたいな

と、そういうふうに思いますので、これ

は減額という意味ではなくて、特殊勤務

手当という欄から、ちょっと変えるべき

ではないのかなというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　それから、日当の件でございます。先

ほど出張中の食事であるとか、あと目的

地周辺の迷ったときの旅費というんです

か、そういうことだと思うんですけども。

やはりこれは今、結構インターネット等々

でしっかりとバス路線も出ますし、また

地下鉄、電車等々も出ますので、このあ

たりでこういう２，０００円とかいうよ

うなアバウトな数字じゃなくて、実費弁

償というのが基本じゃないのかなと、そ

ういうふうに思うんですね。そういう意

味では、今後出張中のいかんにかかわら

ず、やはり実費という方向で、また見直

しをしていただければなと、これは私の

要望してお願いしたいと思います。

　それから、職員の健康診断の件でござ

います。先ほどご答弁でもございました

ように、未受診の方々につきましては、

看護師等が指導していくと。さらにとい

うことで、管理職の方がお話しをしてい

くと。また、紙でもって受診をするよう

にという形での指導というお話もござい

ましたけれども。やはり職員の健康管理

というのは、先ほどの地方公務員法でも

申し上げましたように、しっかりと管理
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をしていくというのが一番いいのじゃな

いのかなと、そういうふうに思いますし、

やはり１００％受診をしていただいて、

そして健康な体というか、体制で仕事を

していくというのが、一番いいのじゃな

いのかなと、そういうふうに思いますし、

その健康な体で仕事をするというのが市

民のためになるということも踏まえて、

この受診率等々につきましては、やはり

１００％を目指して取り組んでいってい

ただきたいなと、そういうふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、次の修繕料、広報板の件で

すね。古いものは昭和４０年代からの分

もあるというふうにもお聞きしておりま

すけども、旧という区分の中でも５８基

ということもございます。やはりこれも

市民の方への周知、行政の催し物、それ

からこういう制度になりましたよとか、

あと公民館等々、そういう近隣の施設か

らのこういう行事のお知らせですね、と

いうところで市民の方への連絡というこ

ともありますので、そのあたりでしっか

りと新しいものにしていくということで、

予算措置等々に取り組んでいっていただ

きたいと思いますし、私もちょっと聞い

たところによると、この広報板の付近で、

落ちた押しピンによってタイヤがパンク

したとかいうようなことも、ちょっとお

聞きしましたので、そういう意味では、

しっかりとした広報板への取りかえとい

うんですか、それも含めて取り組んでいっ

ていただければなと思いますし、また設

置等の修繕にかかわる規定等ですね、ま

た他市等ともございますとのお話もござ

いましたけども、やはり一定、何かの規

制というか、規定をした方がいいのじゃ

ないのかなと、そういうふうに思います

ので、策定することも含めて、また検討

をお願いしたいと思います。

　それから、広報紙の配布の件でござい

ますけども、やはり先ほど申しましたよ

うに、空き部屋等々、しっかりとこの辺

は、入れるときにチラシがたまっておれ

ば、ここは空き部屋じゃないのかなと、

そういうふうに一般的には思うんですけ

ども。そのあたりの現場の状況を踏まえ

て、ポストに入れるとき、ちょっと注意

をしていただくようにお願いしたいと思

いますし、やはり４００万円という委託

料を使うわけですから、そのあたりしっ

かりと有効な配布をお願いしたいなと思

います。

　それから、ホームページの件でござい

ますけれども、市民の皆さん、緊急時と

いうのが一番ホームページを立ち上げた

ときに見える場所にあるというのが、一

番安心というか、ホームページへのとっ

つきやすいというか、そういうふうになっ

てくるかと思いますし、また現状では休

日の応急診療所等、応急という診療所な

んですけども、それもトップページに掲

載をされているというような状況でもご

ざいますので、緊急に見たいときにホー

ムページを立ち上げたときに、クリック

するボタンが見えるというのが、一番い

いのじゃないのかなと私は思いますので、

そのあたりはまた改善をお願いしたいと

思います。

　それから、役務費の手数料につきまし

てはわかりました。またこのまましっか

りと適正な執行をお願いしたいなと思い

ます。

　それから、光熱水費の件でございます

けれども、これも以前もいろいろと光熱

水費の削減等ということも含めて、今の

経年したエアコン関係というんですか、

この辺も省電力への機器への更新という

意味でも、これは財政との絡みもありま

すけれども、しっかりとこの辺も今の環
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境面等もございますので、しっかりとこ

の辺も更改をしていただけるような方向

で検討していただければと思いますし、

また太陽光発電ですね、そういった自然

エネルギーを活用できるような、そういっ

たことにつきましても、取り組んでいた

だければなと、そういうふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、選挙関係の期日前投票の件

ですね。この辺も、先ほど申しましたよ

うに、ことしは期日前の投票数がかなり

上がったというようなことで、かなり期

日前というのは関心があるというふうに

思いますし、またニュース等で見ても、

そういう期日前というのは結構新聞等で

も出ておりますので、そのあたり、先ほ

ど申されましたように、システムの安定

性というんですか、ということも問題的

にもありますでしょうし、また人員的な

こともあると思いますけども、やはり先

ほど申されましたが、駅前というんです

か、そういうことも含めて、投票率が向

上するように、今後またしっかりと検討

して、取り組んでいっていただければな

と、そういうふうに思いますので、これ

も要望としておきますので、よろしくお

願いいたします。

○野口博委員長　村上委員の質問は終わ

りました。

　暫時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　０時５７分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　引き続き質疑に入ります。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　では、質問を行ってま

いりますので、よろしくお願いします。

　こちら決算概要の方をなぞってまいり

ますので。まず、１点目が３５ページで、

秘書課のご所管といいますか、款２、総

務費、項１、総務管理費、目１、一般管

理費で、一般事務事業の中に各市長会の

負担金がございます。これは以前にも質

問させていただいた項目なんですけれど

も、最近、地域主権等の関連で、この市

長会またこうした議長会等の役割が非常

にクローズアップされております。この

平成２０年度におきましても、いろいろ

な各市長会でも議論等あったかと思うん

ですが、その中で取り上げられた大きい

トピックスのようなものがありましたら、

ご紹介いただきたいなと思います。

　次に、３６ページ、同じく人事課のご

所管になりますが、創造的人材育成事業

がございます。この中に管理職養成等研

修委託料が執行されておりますが、事務

報告書の中にも各種の研修の結果報告が

載っておりまして、今この事務報告書を

拝見するだけでは、なかなかどういった

中身で行われたのか把握し切れないとこ

ろがありますので、内容についてご説明

をいただきたいと思います。

　次、３７ページで、同じくといいます

か、専門能力開発向上事業という項目が

あります。こちらも事業報告書に記載が

ありました。さまざまな、恐らく税であ

るとか、また広報であるとか、いろんな

点があったかと思うんですけれども、こ

れについて比較的事務報告書を拝見しま

すと、派遣人数ですか、１というのが多

いように感じるんですけれども、これは

同じ人が行ってるケースもあると思いま

すし、違う人が行ってるケースもあるか

と思うんですが、この参加状況と、所属

に戻ったときに、どういったフィードバッ

クを行っているかについて、お伺いいた

します。

　次に、概要の３８ページでございます。

財政課のご所管になりまして、一般事務

事業中、地方公営企業等金融機構の出資
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金という項目がございます。これについ

て、恐らく以前の公営企業等金融機構の

承継機関であろうかと思うんですけれど

も、この機構についての変遷の経緯につ

いて、お伺いいたしたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。

　次に、４０ページです。情報政策課の

ご所管で地域情報化事業、これも従前よ

りお伺いしているんですけれども、電子

自治体推進協議会負担金というのが執行

されております。これについて、この年

度に行われた議論であるとか、情報交換

等の中身についてお伺いをいたします。

　同じく４０ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目２、文書広報費に移

ります。秘書課ご所管で広報事務事業中

ですが、今回の決算には広告料収入とい

うことで２５０万円少々の計上があった

かと思います。この広告料収入について、

これまでの経緯を踏まえて、この平成２

０年度の決算を見て、今後どういうふう

に考えておられるかを、まずお伺いいた

します。

　ホームページにつきましては、先ほど

村上委員から数点質問等がありましたの

で、私からも緊急情報システム等の整備

ですね、さらには一般質問でもお伺いし

ました全体的な連携について、しっかり

としていただくよう、まずこれは要望を

申し上げておきます。

　次に、４２ページでございます。総務

防災課のご所管になりまして、車両管理

事業がございますが、こちらの中で、備

考欄に当たるんですが、安全運転講習会

の開催というふうな記述がございまして、

先般より事故等に関する質疑がいろいろ

ございましたが、この安全運転講習会に

ついて、ここにある分はどのような内容

であるかを、お伺いいたします。

　次に、４４ページになります。こちら

は政策推進課のご所管で、一般事務事業

中の大阪市隣接都市協議会負担金という

ものが執行されておりますが、今回、こ

ちらの方で協議会として何か動きがあっ

たのか、まずお伺いをいたします。

　同じく４４ページの、地域コミュニティ

センター構想策定事業というものにつき

まして、若干今回は予算に対して執行が

低いようですが、どのような活動があっ

たのか、お伺いをいたします。

　次に、４６ページです。款２、総務費、

項１、総務管理費、目１０、電子計算費。

情報政策課ご所管で、基幹業務オープン

システム事業ですが、平成２０年度にオー

プンシステムに切りかわって、一年度過

ぎたということでございます。この間で

どのような経過をたどっていかれたかに

ついて、よかったこと、またデメリット、

不具合等、その辺も含めてお伺いをいた

します。

　次に、４７ページ、目１２、女性政策

費になります。女性政策課のご所管で、

摂津女性プラン推進事業というものが執

行されておりまして、市民懇話会等でプ

ランの推進を図るというような事項なん

ですけれども。こういった事業について

は関心を持ってもらうことが大事かと思

うんですけれども、ほかの事業も同じよ

うに言えると思うんですが、この平成２

０年度における周知的なもの、また関心

的なものの手ごたえについて、今の課と

しての感触をお伺いいたします。

　次は、４８ページです。同じく女性政

策課のご所管で、女性問題の相談事業と

いうものが載っております。事務報告書

でしたら３８ページに、その内訳が書い

てあると思うんですけれども、この法律

相談の中で、いろいろ離婚とか、相続、

金銭問題等の項目分けがしてあるんです

けれども、項目がこれひょっとしたら重
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複するケースもあろうかと思うんですが、

そういうケースはどのように対応してお

られるのか、お伺いいたします。

　次に、５５ページ、款２、総務費、項

２、徴税費、目１、税務総務費です。市

民税課のご所管です。一般事務事業中に

大阪府租税教育推進連絡協議会の負担金

というものが計上されて、執行されてお

るんですけれども、この組織、協議会に

ついて、今年度を中心としたご説明をお

願いいたします。当該年度を中心とした

ご説明をお願いします。

　同じく５５ページで、納税課のご所管

になりますが、一般事務事業中で過誤納

還付金等が１億８，５８０万円何がし計

上されております。これは予備費の執行

も恐らくこれに算入されているかと思う

んですけれども、この内訳ですね。どの

ような企業の数があったのか等について、

お伺いをいたします。

　次に、５６ページで、納税課のご所管

のインターネット公売事業につきまして、

先ほど村上委員からもいろいろ質問等あ

りました。これはすぐに結果につながる

ような事業でもありませんので、やはり

根気よくといいますか続けていただきた

いなと。出品する動産について、選定で

きない。こちらからなかなか選ぶのが難

しいという側面はあろうかと思うんです

けれども、粘り強くこの事業には取り組

んでいただきたいと思います。これは要

望としてお願いをいたします。

　次に、５９ページ、款２、総務費、項

４、選挙費で、目１、選挙管理委員会費

として、選挙管理委員会事務局のご所管

になります、選挙管理委員会運営事業で、

裁判員制度システム初期導入委託料とい

うのが計上され、執行されておりますが、

恐らく選挙管理委員会として、この裁判

員制度が名簿的なもので抽出していくシ

ステムだと思うんですけれども、その中

で検察審査会という審査員の選定ですか、

というのもあったかと思うんですけれど

も。これとこの裁判員制度というのはシ

ステムについて連動するのかについて、

お伺いをいたします。

　同じく次の段の目２の市長及び市議会

議員補欠選挙費というところですが、先

ほどやはり村上委員からの質問でもあり

ましたけれども、投票所の確保充実につ

いて、いろんな法則があるかと思うんで

すが。例えばこれについて、期日前の投

票所を摂津市の外に、例えば茨木市です

とか吹田市のどこかに設置するというこ

とは可能なのか。先ほどの村上委員から

のちょっとつながりになってしまうんで

すが、お伺いいたします。

　次に、１２２ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費、消防

総務課のご所管です。消防活動管理事業

の中で、備考欄にかかわりますが、消防

職員貸与被服の購入という項目がありま

して、この中で消耗品費として恐らく執

行されておるのかなと思うんですけれど

も。これはこれまでにも計画を立てて購

入しておられるというふうに承知をして

おるところですが、現在の進捗状況等に

ついて、お伺いをいたします。

　次に、１２３ページの予防課のご所管

になるかと思うんですけれども、これは

項目としてあるのかどうかを、まずちょっ

とお伺いしたいんですが。最近、家庭用

消火器等の破裂事故が報道されたんです

けれども、実際この中に含まれていて、

また摂津市でそういう啓発活動を行って

おられるのか。また、行っておられるの

であれば、どのようにしておられるのか

お伺いをいたします。

　次に、１２５ページです。こちらは消

防費、項１、消防費、目２、非常備消防
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費で、消防団活動管理事業、消防総務課

のご所管です。同じく先ほどの職員と同

じく、消防団員の貸与被服の購入等が計

上されております。こちらについても同

じく従前より計画立てて進めているとい

うふうなお話だったかと思うんですけれ

ども、現状の進捗状況についてお伺いを

いたします。

　次に、１２６ページです。款８、消防

費、項１、消防費、目４、災害対策費。

総務防災課のご所管で、防災対策事業が

あります。これについて、執行率に差が

随所に見受けられるんですけれども、こ

れについて、なぜこのようになっている

のかのご説明をお願いいたします。

　最後に、１２７ページ、引き続き総務

防災課のご所管で、情報収集伝達体制整

備事業として、防災行政無線システムの

整備ほかというふうに計上されておりま

す。この平成２０年度において、どのよ

うな事業を行ってこられたのか、まずお

伺いをいたします。

　１回目は以上です。

○野口博委員長　井口課長。

○井口秘書課長　それでは、秘書課にか

かわりますご質問に、お答えをさせてい

ただきます。

　市長会での取り組みについてでござい

ますが、特に大阪府市長会の取り組みと

いたしまして、一番大きなものは平成２

０年度を振り返って何だったのかという

ご質問でございますが、やはり平成２０

年度の橋下知事の予算を受けまして、医

療費の問題ですとか、地域主権というこ

とが話題になりましたけれども、特に市

町村補助金の一括交付金化、この問題が

一番大きかったように記憶いたしており

ます。この中でも、特に市町村の自主性

ということをテーマにしている問題から、

交付金化によって必要な市民サービスに

格差が生じないように、やはり府として

も府の責任で実施する事業と、市町村の

自主性にゆだねる事業との差を明確にし

てほしいというような要望を、市長会で

取りまとめております。

　それから、もう１点は大阪府の地方分

権に絡みまして、権限移譲という問題が

ありまして、１０２項目ですとか１０３

項目が市町村におろされてくるわけです

けれども、これに対しましても市長会は

予算と人を伴う権限移譲であってほしい

というような、要望を上げたというふう

に記憶いたしております。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　財政に関する質問で

ございますけれども、地方公営企業等金

融機構についてのご質問でございます。

　委員ご質問のとおり、政府系の貸付機

関として、公営企業金融公庫がございま

した。それで平成２０年に地方分権改革

の理念に沿いまして、地方にできること

は地方にということでございまして、こ

の公営企業金融公庫が解散することにな

りまして、これを承継いたしまして、す

べての地方公共団体が共同して地方公営

企業等金融機構を設立し、出資いたしま

して、平成２０年１０月１日より自主的、

主体的に運営することになりました。こ

の出資金は、この旧公営企業金融公庫の

資本金１６６億円とされておりまして、

全国の自治体がそれぞれその自治体の方

で貸付残高と、それから標準財政規模に

応じて算定された額と。本市で割り当て

額は、その貸付残高に伴うものが４６７

万円、それから標準財政規模から算定さ

れるものが３０３万円、合計７７０万円

ということで出資いたしたものでござい

ます。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　総務防災課に係りま
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す３点のご質問について、ご答弁させて

いただきます。

　まず、安全運転講習会の内容でござい

ますが、本市で取り組んでおります安全

運転講習会は年１回でございますが、秋

の交通安全運動の一環として、管理職を

含め職員を対象に開催しております。本

年は摂津警察署交通課長を迎えて、１０

月２２日に開催いたしました。本年の内

容は、前半３０分で飲酒運転に関する映

像を見た後、後半３０分は摂津市や大阪

府下の交通事故状況などを聞かせていた

だきました。受講者数は毎年１００名前

後でございます。

　続きまして、２点目の防災対策費の執

行のばらつきということでございますが、

防災対策費のうち防災会議委員等報酬と

費用弁償、食糧費と印刷製本費が未執行

でございます。これらの予算は防災会議

と国民保護協議会にかかわります予算で

ありまして、平成２０年度は防災会議と

国民保護協議会が開催されなかったため

に、執行には至らなかったものでござい

ます。防災会議や国民保護協議会は市長

を会長として、陸上自衛隊や大阪府、大

阪府警、医師、教育長、消防長、消防団

長、その他市民団体代表者などから構成

されておりまして、役割といたしまして

は、各計画の策定や制度変更等の修正が

あった場合に検討することや、災害が発

生した場合などに開催されるものでござ

います。その他の予算につきましては、

職員用の防災服や長靴、応急手当て講習

会用のテキスト及び１月に開催いたしま

した地震対応の避難所開設訓練に要した

費用でございます。

　最後に、防災無線の現状ということで

ございますが、防災行政無線につきまし

ては、災害発生時の市民への情報伝達手

段として、現在の設備は昭和６３年に設

置いたしました。固定系、移動系、その

他行政及び防災機関との相互波や広域波

からなっているものでございまして、災

害発生時に小学校屋上に設置しているス

ピーカーからの市民への緊急通報、避難

所との通信、車搭載機との交信、消防団

長宅への通信ができる個別受信機から構

成されており、平成２０年度は各機器の

保守点検をさせていただきました。それ

らは設置から２０年以上が経過しており

ます現在、いずれは老朽化のために取り

かえの必要が生じてまいりますが、次回

は通信方法も現在のアナログからデジタ

ルに変更になるかと思います。また、周

波数帯も移行しなければならないことか

ら、新しい機器の交換には億単位の費用

が必要となってまいります。防災無線に

つきましては、こうした市独自で無線装

置をそろえるところがまだ大半でござい

ますが、最近では業務無線を利用したＭ

ＣＡ無線を防災無線に利用する自治体も

あらわれております。ＭＣＡ無線は、装

置を自前で持たない分、経費がより少な

くてすむというメリットもございますが、

年間利用料が必要になるほか、他の業種

と共通の周波数を利用するため、独占的

に利用することができないというデメリッ

トもございます。今後どのような更新方

法があるのか、検討が必要と考えており

ます。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　それでは、市民税課

所管にかかわりますご質問で、決算概要

の５５ページでございます。大阪府租税

教育推進連絡協議会負担金で、協議会の

組織の取り組み内容について、ご説明を

させていただきます。

　大阪府租税教育推進連絡協議会につき

ましては、大阪府における教育委員会や

小学校、中学校、また高等学校の教育関

－29－



係者と国、府、市町村の税務関係者とが

協力しまして、租税教育の推進を図るた

めに設けられた組織でございます。税務

署管内ごとに下部組織が設置されており

まして、摂津市は吹田税務署管内になり

ますので、吹田税務署と三島府税事務所

と吹田市との関係者で協議会が設置され

ております。毎年何回か会議が開催され

ております。活動内容につきましては、

税に関する作文の募集、これにつきまし

ては教育関係者の協力のもとに、毎年夏

ごろに中学生と高校生を対象に、税を主

題とした作文の募集を行い、優秀作品に

は税務署発行の作文集に掲載されたり、

賞状の授与などが行われております。こ

のほかにも小中学校や高校などから依頼

があれば、税の専門講師を無料で学校の

方へ派遣したり、市内各学校から吹田税

務署への職場体験学習の受け入れなども

行われております。また、毎年１１月に

は税を考える週間というのがありまして、

ちょうどこの時期でございますけれども、

これにちなみまして摂津市におきまして

も、市民の方に市税についてわかりやす

く市広報の方に掲載いたしまして、こと

しも１０月市広報に掲載させていただい

たところでございます。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課に係りますご質問について、ご答弁

を申し上げます。

　まず、１点目の女性プランの推進に当

たり、関心を持ってもらう工夫、また平

成２０年度の手ごたえということのご質

問でございますが、男女共同参画施策の

推進につきましては、女性政策課のみで

担えるものではなく、各課が実施される

事業の根底に、男女共同参画の理念を持っ

て、ともに推進をしていただかなければ

なりません。そのためには、職員により

男女共同参画の理念に対する理解を深め

ていただく必要がございますので、女性

政策課といたしましては、女性政策推進

本部会議、幹事会、研究会合同の研修会

の開催でありますとか、毎月の女性政策

レターの配信など、さまざまな機会をと

らえて職員の意識啓発に努めさせていた

だいているところでございます。

　特に手ごたえということでございます

けれども、平成１９年度、２０年度の２

か年にわたります取り組みとなりますが、

係長級職員を中心といたします研究会に

おきまして、男女共同参画の視点で公的

な広報物作成の手引き「表現ハンドブッ

ク」の作成に取り組んでいただきました。

これに当たりましては、研究会で延べ６

回にわたりまして意見交換の場を設けて

いただき、また各職場に持ち帰りまして

も、活発な意見交換をしていただいたと

いうふうに聞いております。今年度に入

りましたけれども、一定成果物として作

成をさせていただくことができました。

こういった取り組みの過程の中で、男女

共同参画に対する職員の理解も大いに深

まったものというふうに考えております

し、また人材育成にもつながったのでは

ないかというふうに考えております。

　次に、２点目の相談事業に係りますご

質問で、法律相談の統計につきまして、

項目の重複等のケースがないかというご

質問でございますけれども、男女共同参

画センターにおきます法律相談において

は、相談の内容を統計的に分類しまして、

今後の施策につなげることを目的といた

しまして、事務報告書に記載の項目で分

類をさせていただいております。項目の

重複ケースがないかということでござい

ますけれども、相談を支援する側の立場

であります弁護士の方で、相談者の主訴

を整理していただいた上で分類をしてい
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ただいているものでございますので、ご

理解いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら人事課に関するご質問に、答弁を申し

上げます。

　まず１点目、創造的人材育成事業の研

修内容についてでございます。創造的人

材育成事業の主な研修としましては、管

理職、課長代理級、係長級ごとのそれぞ

れの各階層に必要な能力を養うための階

層別の研修や、また一般職員を対象とし

まして、公務員として必要な知識を身に

つけるための地方自治法研修、また公務

員法研修などの研修を行っております。

また平成１９年度から職員の個々の学習

能力や能力開発ニーズにこたえるよう、

多様な研修メニューを用意しまして、受

講者が内容を選択して受講できるカフェ

テリア研修なども取り入れまして、職員

みずからが弱点を強化できる研修を、課

長代理級と係長級を中心に実施しており

ます。

　続きまして、２点目の参加者につきま

してでございますが、それぞれ原課の方

で、その年に必要な研修の方を人事課の

ヒアリングの中で査定を行いまして、そ

の中で決まった研修につきまして、必要

な研修の担当者の方に、研修の方に参加

していただいております。

　研修後のフィードバックについてです

が、人事課では研修後、受講者に職員研

修受講報告書と職員研修アンケートを提

出いただいております。研修で習得した

知識、スキルを、今後どのように生かし

ていくかということの報告と、所属長の

方から得た知識、スキルについて、また

どのように活用させていくかというふう

な内容になっております。また、派遣研

修参加者自身につきまして、受講報告書

の提出だけではなくて、研修で習得した

知識を職場で発揮してもらうことととも

に、習得した知識やスキルを個人の財産

だけにとどめないためにも、朝のミーティ

ング時や職場研修の一環として、報告会

を実施している課もありまして、その中

で課員全員で知識の共有を図るための取

り組みを徹底している課もございます。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　情報政策課所管分

のご質問２点について、お答えいたしま

す。

　まず１点目ですが、電子自治体推進協

議会負担金についてのご質問に、お答え

いたします。大阪電子自治体推進協議会

は、大阪府及び府内の全市町村が共通の

課題であります電子自治体の実現に連携、

協働して取り組むことを目的に、平成１

４年４月に設立された団体でありまして、

さまざまな研究部会やワーキンググルー

プが設置されており、本市におきまして

も、それらに積極的に参加し、意見交換

や情報共有を図っております。今回、そ

の中の電子申請システム再構築に関する

ワーキンググループに参加させていただ

きましたが、その中で大きく議論となり

ましたのが、共同調達の仕様に各市のニー

ズをどこまで取り入れるかということで、

各市町村の財政状況や地域性の違い、住

民ニーズの違い、また政策方針の違いな

ど、さまざまな要因により電子申請シス

テム調達仕様の意見がまとまらず、結果

的に議論が長引くこととなりました。そ

の中で、本市は三宅委員から以前ご質問

いただきましたことを踏まえまして、あ

る市が望むことと、他市が望むことが必

ずしも一致するわけではないとの意見を

述べさせていただき、画一的な共同調達

方式の是非について、問題提起を行って
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おり、今後継続的に調達方法の改善につ

いて議論することとなるかと思います。

今後も、いかに市民ニーズに対応し、か

つコストを抑えた形で共同調達を行って

いくのか、大阪電子自治体推進協議会の

今後のあり方も含めまして、継続して問

題提起及び議論をしてまいります。

　続きまして、２点目でございますが、

基幹業務オープンシステム事業について

のご質問にお答えいたします。平成２０

年４月より、本市のコンピュータシステ

ムは、それまでのホストコンピュータシ

ステムをすべて廃止いたしまして、全１

４課、３４システムにつきまして、すべ

て新しいオープンシステムとしての稼働

を開始いたしております。これは、摂津

市が始まって以来の大規模なコンピュー

タシステムの全面刷新ということもあり、

稼働直後にはさまざまな想定外のトラブ

ル等が発生いたしましたが、各担当課職

員やシステム導入メーカーのエンジニア

の迅速な対応により、市民にご迷惑をお

かけするような大きなミスやトラブルを

未然に防ぐことができ、安定して稼働し

ております。

　運用に関しての問題点でございますが、

今回のシステム変更によりまして、各担

当課において従来の仕事のフローを大幅

に変更することとなりました。また、そ

のことにより、一時的に仕事の能率の低

下が発生したと感じております。これは、

オープンシステム導入前よりある程度は

想像しておりましたが、例えば今までは

１つの帳票に集約されていた情報が、２

つの帳票を突きあわせて確認する必要が

あるなど、１つ１つは軽微な差でござい

ますが、累積し、トータルとして大きな

負担となる事例がございます。慣れとい

うことで吸収できるものもあるかと思い

ますが、今後も費用対効果と照らし合わ

せ、必要なものは順次改善を行い、さら

なる業務の効率化に努めます。

　また、オープンシステム導入のメリッ

トでございますが、大きいものとしては

新制度への対応力の向上が上げられます。

例を挙げさせていただきますと、後期高

齢者医療制度に対応するシステムの導入

では、オープンシステムを使用していな

い他の自治体におきましては、システム

開発を一から行う必要があり、導入費用

として１億数千万円程度の費用がかかっ

たと聞いております。本市の場合は、オー

プンシステムに対応する標準システム導

入より、約半分から３分の１程度の導入

費用で済んでおります。また、本年４月

から支給を行いました定額給付金につき

ましても、予算決定から支給開始まで非

常にタイトなスケジュールでございまし

たため、他市におきましてはシステム導

入が間に合わず、支給が大幅におくれた

自治体があると聞いておりますが、本市

はオープンシステム標準パッケージシス

テムを使用することで、迅速にかつミス

なくシステム運用を行うことができてお

ります。

　オープンシステム導入によりまして、

今後多くなると予想される新制度への対

応や、制度変更などに威力を発揮し、職

員の時間的、精神的な負担の軽減とミス

のないシステム運用により、市民サービ

ス向上を図れるものと考えております。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、広告収入

につきまして、私の方からご答弁申し上

げます。

　平成２０年度の広告収入につきまして

は、平成１８年度からの導入から３年目

を迎えまして、初めて当初予算収入を上

回っております。掲載料につきましては、

１枠４万２，０００円で、当初４８枠、
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２０１万６，０００円を見込んでおりま

した。決算では１１者で６１枠、２５６

万２，０００円の収入となっております。

　掲載の内訳につきましては、１１者の

うちですが、前年度から引き続き掲載し

ていただいたところは、１年間１２回の

掲載が２者あります。また６回が２者、

その６回にふやされた１者が、前年３回

から６回にふやされております。４回が

１者、２回が１者、１回が１者の、計７

者４３枠でございまして、一方で前年度

から６者７枠が減少しております。また、

新規掲載といたしまして４者がありまし

て、それぞれ５回、４回、３回、１回の

掲載がありました。全部で１８枠でござ

いますが、これらの広告の内容はといい

ますと、ほとんどが司法書士、弁護士会

の債務整理の関係の広告でございました。

　また、本年度、１１者のうち市内業者

につきましては６者、３７枠の掲載でご

ざいます。ちなみに広告掲載につきまし

ては、平成２１年度から広報紙面のカラー

化に伴っての広報紙の広告掲載料を２種

類、４万２，０００円と３万１，５００

円の設定で運用しております。また、平

成２１年度当初からホームページのバナー

広告もスタートさせておりますが、これ

ら２１年度の収入見込みとしましても、

ほぼ予算額２５０万円が達成できる見込

みでございます。今後、広告収入につき

ましては、景気の先行き不透明な中でご

ざいますが、引き続き自主財源の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私の方から選挙管理委員会に係

ります所管分について、ご答弁させてい

ただきたいと思います。

　まず、裁判員システムについてですが、

皆さんもご存じのとおり、裁判員制度は

裁判に一般の方が参加するもので、今年

度より実施されたものでございます。裁

判員の候補者名簿を裁判所の依頼により、

平成２０年度より選挙管理委員会におい

て開発させていただいたシステムを使用

して作成しております。検察審査会につ

いては、刑事裁判において不起訴処分に

なった場合、その処分が適正であるかど

うかを審査するところでございます。同

様に、この検察審査会へは第１審査会か

ら第４検察審査会にそれぞれ６人ずつ、

全部で２４人の候補者を選出することに

なっております。従前におきましては、

選挙人名簿よりくじで抽出しておりまし

たが、昨年度より裁判員用のこの名簿調

整システムを利用して、裁判員用と同様

に検察審査員候補の名簿作成を行ってい

るところでございます。

　次に、期日前投票所についてご説明さ

せていただきたいと思います。期日前投

票所について、他市でもできるかという

ことでございますけども、期日前投票所

については、公職選挙法上はどこに置か

なければならないということが規定され

ておりません。つきましては、市外にお

いても期日前投票所は設置できるという

ことで、選挙管理委員会の方では認識し

ているところでございます。ただ、実際

に置くかどうかにつきましては、やはり

市内に置くかどうか、その辺をかんがみ

ながら、先ほど村上委員にご答弁させて

いただいたような形で、考えていかなけ

ればならないかと考えております。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　それでは、

消防職員団員の被服の貸与につきまして、

ご答弁申し上げます。

　消防職員につきましては、貸与被服の

品目につきまして、選択貸与被服と申請

貸与被服に分類し、貸与しております。
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活動服ですとか、夏冬制服等の選択貸与

被服につきましては、各職員が各自で被

服の品目ですとか、消耗の度合いを判断

し、各年度ごとに点数制で貸与を受けら

れるようにしております。また、防火衣

ですとか救助服等の申請貸与被服につき

ましては、各職員からの申請によりまし

て消耗状況等を審査し、再貸与を行って

いるのが現状でございます。

　職員被服の新基準への移行につきまし

ては、平成２０年度で完了いたしまして、

今後につきましては各職員が着用状況に

応じ、点数制で貸与を受けたり、また再

貸与を申請するなどしまして、被服を貸

与していくことになります。

　次に、消防団員につきましてですが、

消防団員に対しましては、任命時に夏冬

の制服、制帽、活動服、アポロキャップ、

長靴等を個人貸与品として貸与いたして

おります。夏制服及び活動服につきまし

ては、平成１７年度から４年計画で、新

基準への切りかえを行ってまいりまして、

平成２０年度をもちまして完了いたしま

した。また、現場活動時に着用いたしま

す防火衣ですとか、防火帽につきまして

は、分団への貸与ということで、従前は

各分団当たりに約８割程度の数を貸与し

ておりましたが、これは新年度以降にな

りますが、平成２１年度、２２年度に分

けて、全分団員数を貸与できるように購

入計画をいたしております。

　被服貸与につきましては、最低限清楚

で清潔なユニホームとして制服を着用す

ることを前提に、できるだけ貸与期間を

延ばしていったりしまして、各職員、団

員に意識づけをしまして、効果的に経費

を執行していきたいと考えております。

○野口博委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　私の方から、政策

推進課所管にあります地域コミュニティ

センター構想の策定業務について、ご説

明申し上げます。

　まず、執行率でございますけれども、

基本的には報償金といたしまして、南千

里丘まちづくりの懇談会におきまして、

基本的にはコミュニティプラザのいろん

な意見を幅広く、市民の方々にワークショッ

プで意見をいただくということを基本に

いたしておりましたが、並行して、コミュ

ニティ施設に対する幅広いご意見を伺い

たいということで、改めて昨年の１１月

に２回、コミュニティプラザも含めまし

て、コミュニティ施設に対するご意見を

賜ってまいったと。それを２回分といた

しまして、アドバイザー費用の報償費と

して２回支出いたしております。

　ただ、全体といたしましては、いろん

な幅広いご意見はございますけれども、

やはり第１段階としてコミュニティプラ

ザを何とかしていくと、現実のものにし、

そして引き続き、センターとして地域の

格差という問題視されておりますので、

そのあたりの解消に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、私の方から

納税課に係りますご質問に、お答えさせ

ていただきます。

　過誤納還付金等の内訳と企業数等につ

いてということでございます。過誤納還

付金の中には、まず１点目が当該年度に

還付できなかった重複であったり、誤納

による還付金を還付するもの、これが全

体で４１件です。中身としましては、個

人市府民税が３４件、固定資産・都市計

画税が４件、軽自動車税が３件となって

おります。

　次に、過年度更正還付金と申しまして、

こちらの方は、例えば法人市民税で予定

納税された税額について、翌年度の確定
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申告により減少が生じた場合であったり、

個人市民税の医療費控除などの還付申告

によるものなどがございます。こちらの

内訳が、個人市府民税で２３６件、固定

資産・都市計画税で１０６件、法人市民

税で３１５件、そして軽自動車税で３件

となっております。

　次に、３つ目としまして、還付加算金、

これにつきましては今まで述べさせても

らった還付金の、還付が決定した日から

の日数に応じて、還付に加算されるもの

でございますが、こちらが個人市・府民

税で６３件、固定資産・都市計画税で５

３件、法人市民税で１８４件となってお

ります。

　そして、４つ目が配当割及び株式等譲

渡所得にかかわる還付金と申しまして、

こちらの方は譲渡所得に係る部分でござ

いますが、翌年度の確定申告により、更

正が決定された部分により、返還が生じ

たものということで、こちらの方が個人

市府民税で９１件でございます。

　そして、最後に平成１９年度税制改正

に伴う個人住民税が、同年の所得税より

多くかかってしまった結果のため、その

対象者について軽減措置と申しましょう

か、還付するものがございまして、これ

が件数で１，５０３件となっております。

○野口博委員長　森課長。

○森消防本部予防課長　消防本部予防課

に係るご質問に関しまして、答弁させて

いただきます。

　消火器の破裂事故に関する市民への周

知については、消防本部予防課の所管で

ございます。消火器の破裂事故に関しま

して、消防におきましてはホームページ

に早速掲載するとともに、注意事項等を

記載した印刷物、これを作成いたしまし

て、行事、訓練等におきまして配布し、

市民、事業所等に周知を図り、事故防止

に努めておる次第でございます。

○野口博委員長　小矢田参事。

○小矢田政策推進課参事　それでは、政

策推進課に係ります大阪市隣接都市協議

会について、ご答弁申し上げます。

　本協議会は、大阪市と大阪市に隣接す

る１０都市で構成されておりまして、そ

れぞれに共通する課題や広域的な課題に

協働して対応するため、相互に連絡調整

を図ることを目的として設立されたもの

でございます。

　事業内容としましては、都市間連携事

業の検討や広域行政の推進に向けた調査

研究、講演会、シンポジウムの開催など

となっております。平成２０年度の具体

的な活動としましては、上水道事業の連

携ということで、こちらの方は大量の技

術職員が退職する時代を迎えることから、

水道技術の継承と人材育成が重要な課題

となっておりますので、上水道事業のサー

ビスの維持向上を目指して、平成２０年

１月に水道部会を立ち上げまして、隣接

都市における人材育成に関する相互連携

について、検討を進めております。

　また、図書館の相互利用としましては、

図書館利用については居住している市だ

けではなく、隣接市の図書館も利用した

いという広域化の市民ニーズが高まって

きていることから、図書館部会を立ち上

げ、検討を行いまして、図書館の相互利

用に関する協定を平成２１年３月に締結

しております。また、被災市民の受け入

れということで、川を挟んだ飛び地の住

民の方々が、災害発生時に自分が住んで

いる市の収容避難所へ移動することが困

難になるという問題に取り組むために、

防災対策分科会を立ち上げて検討を行い、

隣接市の収容避難所への受け入れ協定を、

平成２１年３月に締結しております。

　また、講演会、シンポジウムの開催と
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しましては、平成２１年２月に地方分権

シンポジウムというものを開催しており

ます。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いろいろご説明いただ

きまして、理解いたしました。

　まず、市長会についてですけれども、

補助金の一括交付金化と、また権限移譲

について議論があったということでござ

いました。この２つについて、やはりさ

まざまな会合等で議題に上がるものでご

ざいまして、特にこの権限移譲について

は、せんだっても私が一般質問等で取り

上げた点もありました。やはり、本市と

例えば東大阪ですとか、また近くですと

高槻、茨木、それぞれ都市の規模によっ

て、財政また組織が違ってきます。そう

いった点も踏まえ、この摂津市としてとっ

ていただく道を、しっかりと今後とも各

市長会で主張していただきたいと思いま

す。これは要望としてお願いいたします。

　次に、創造的人材育成事業の管理職研

修等について、各階層別に研修を行い、

平成１９年からは、カフェテリア型の研

修も導入しているというお答えでござい

ました。今回、管理職というふうに取り

上げましたけれども、従前より私、委員

会また本会議等で取り上げておりますよ

うに、人材育成は間違いなく急務、焦眉

の急でございまして。最近思いますのは、

やはり係長級、さらにその下になる職階

につきましても、しっかりとした育成を

急がんといかんなという感覚があります。

これは私が民間の企業の店長をしておっ

た経験にも絡んでくるんですけれども、

やはりその下の階層について、今どのよ

うにお考えか。係長級を中心としてどの

ようにお考えか、お伺いを改めていたし

ます。

　次に、専門の能力の教養について、い

ろいろ人事課を中心にヒアリングをして

査定をし、帰ってきたときにはアンケー

トなども行い、また個人の財産にとどめ

ないように全体にフィードバックを行う

というお答えであったかと思います。現

状、もちろんこれで充実をしていってい

ただきたいと思いますけれども、やはり

これから人員が減っていきます。権限移

譲とも絡むんですが、しなければならな

い業務はふえてまいります。そういった

中で、１人、たとえ課から１人であって

も、研修に人を出すということは、それ

だけ業務の執行率が落ちるということに

つながります。であれば、やはり送り出

す以上はしっかりとしたものを持って帰っ

てきてもらって、それをしっかりと課の

中で共有し、また役所の中で全体的に共

有していただきたいという思いがありま

す。そうであればこそ、研修に行く人も、

使命感をもってその研修に参加すること

ができるかと思います。これは、私の経

験もあるんですけれども、特に新入の方

で、「ほうれんそう」について、なかな

か概念が薄い方がふえているんじゃない

かという気が最近ありまして。ちょっと

これはほかとも絡んでくるので、後ほど

改めてお話しをしたいと思うんですが、

専門的な能力の範囲で申し上げますと、

やはりその専門性の高さもありますので、

しっかりと課の中で情報の共有をしてい

ただきたいと思います。この項目は、こ

れを要望といたします。

　次に、財政課として、地方公営企業等

金融機構出資金について、丁寧なご説明

をいただきました。決算概要の２１２ペー

ジの中にも、公共下水事業等で公営企業

等金融機構資金として、本市もこれに、

本市というか、これは下水道会計になる

んですか、利用しておるようですので。

この新制度においても、新制度は地方自
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治体が全体的に利用することができると

いうお話しだったかと思いますので、出

資金等々、あわせまして活用をしていた

だければなと要望いたします。

　次に、４０ページで申し上げました情

報政策課の電子自治体推進協議会につい

てでございますが、以前私が質問の中で

申し上げた、本市としての主張というこ

とで、実際それを主張していただいてお

るようで、発言した者として非常に喜ば

しく、またありがたく思います。やはり

このシステム、先ほど共同調達システム

でまとまりがなかなか難しいという話が

ございましたけれども、今後必ずこうい

う制度がふえていくと、そういうまとま

りがなくなってくるのは、ふえていくと

思います。そういった中で、本市として

の立場は、もちろん重要視しながら、全

体としてどうした方が市民あるいは大阪

府民、そして全体の利益につながるかと

いう判断もあわせて、これから検討して

いただきたいと要望を申し上げます。

　次に、広報紙について広告料収入につ

いてのお話でありますが、当初予算を上

回る結果となったということでございま

した。これはいろいろ状況の変化、また

担当等の努力の結果であろうというふう

に思います。先ほど若干触れておられま

したけれども、ホームページにバナー広

告が掲載されるようになりましたし、ま

た最近の景気動向もありますので、広告

費の削減はどの企業も考えておられると

ころではあろうかと思います。やはり自

主財源の確保という面からもちろんです

し、またこの広告については、その広告

紙そのものの今後についても、あわせて

考えていただかないといけないのですけ

れども、市全体として担当課にとどまる

ことなく、ホームページも同じですけれ

ども、市全体として取り組んでいただき

たいと。広告ですので、これは本来、企

業ですと例えば企画、営業等の部署が担

当しようかと思います。そういったセク

ションの存在についても、役所全体で考

えていただきたいと要望を申し上げてお

きます。

　次、４２ページから４３ページにかけ

て、車両管理事業の安全運転の中身につ

いて、お答えをいただきました。これに

ついては基本的に座学の講義であるとい

うようなお答えでしたけれども、やはり

実際にドライブシュミレーターのような

ものもありますので、そういった装置、

すぐにというと、これお金もかかってき

ますので、難しいかと思うんですけれど

も。運転はそれぞれ人に特性があります

ので、そういったのも把握できる講習会、

またその装置の存在について、広報的な

ものもしていただきたいなと、これはも

う要望としてお願いをしておきます。

　４４ページの政策推進課として、大阪

市隣接都市協議会の内容について、ご紹

介等いただきました。上水道事業と図書

館の相互利用等について、今、大きな議

論になっているということでございまし

た。図書館の相互利用については、やは

り従前より皆さんから、何でそういうの

ができないのかという話も多々あったと

ころですので、ぜひともこれは進めていっ

ていただきたいと思いますし、上水道事

業に関しても、いろいろ最近は取り上げ

られることも多いですので、実際にここ

で話になったときにも、電子自治体の話

もそうですが、いろんな意見も出てこよ

うかと思いますが、まずは市民ニーズ、

市民の利益に通じる結果につながるよう

に、本市として取り組んでいただきたい

と、これも要望を申し上げておきます。

　４４ページのコミュニティセンターの

構想策定事業について、ご答弁をいただ
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きまして、さまざまなコミュニティプラ

ザ等の話もありますので、ここで１つの

結論にまとめるというのは難しいのかと

思いますけれども、ここであった意見等

についてもしっかりと受けとめて、今後

の事業推進に努めていただきたいと、要

望を申し上げておきます。

　４６ページ、情報政策課のご所管、オー

プンシステム事業に関してですが、ホス

トを廃止しての事業も大規模な変更であ

るということでございました。これまで

にいろいろ、不具合等も恐らくあったけ

れども、今はひとまず落ちついていると

いうこともありました。もちろん制度が

変わるときは、これに限らずですが、い

ろいろ問題も起こります。しかし、新制

度への対応のスピードが上がったり、ま

た費用の面でも軽減があったという点に

ついて、やはり導入した効果があったの

かなというふうに思います。

　このコンピュータの世界については、

日進月歩でいろいろ新しいものが開発さ

れて、概念も開発されていくんですけれ

ども。今ですとクラウドコンピューティ

ングシステムというのが話題になってお

りまして、これは最新で載ってる雑誌な

んですが、世界でクラウドシステムにつ

いて、こういう考え方がされているよと

いうものが、ここにあります。このクラ

ウドについて、まだ難しい、まだ概念を

出ないかもしれませんけれども、いずれ

こういったお誘いが来るかもしれません。

今の時点で、このクラウドについて、こ

のオープンシステムの一段落ついた時点

で、もしお考えがあれば、一言いただけ

ればと思います。

　次に、４７ページの女性政策課、女性

プランについてのお答えで、係長級職員

の手によってハンドブックが作成され、

また理念としては各課の根底にそれを置

いてほしいということでありました。ま

さにそのとおりで、これも先ほど来申し

上げておりますように、市全体としてど

のように考えていくかというのが、重要

になってこようかと思います。やはり、

担当課だけにとどめるのではなくて、各

課の中にそういった概念を持ち続けられ

るように、それぞれの対応をお願いした

いと要望を申し上げておきます。

　同じく、女性政策課の女性法律相談に

ついて、分類についてのご説明で、統計

的に分類をしている。内容については弁

護士が相談内容を踏まえて判断している

ということでございました。であれば、

大丈夫と言ったら失礼ですけれども、あ

る程度正確な結果になっているんかなと

思うんですが。以前も同じところで申し

上げたんですが、弁護士さんの主観が入っ

てしまって、ほんまはＡであったのに、

やっぱりこれはＢちゃいますというふう

に、逆に依頼者の方を説得してしまう、

説得しているという状況もないんですけ

れども、結果としてそうなってしまうケー

スも、やはり弁護士と対峙すると、どう

しても若干、気持ちに変化もあろうかと

思いますので、そういったものを導かな

いように、具体的な方策としては難しい

んですけれども、やっぱり相談に当たっ

ていただく皆さんに、気持ちを楽にして

来てくださいとか、本当に相談したいの

を明確にして、対応してもらうようにお

願いしますというふうに伝えていただけ

ればなと、これも要望としてお願い申し

上げます。

　次に、５５ページ、市民税課のお話に

なります。一般事務事業で大阪府租税教

育推進連絡協議会についてご説明をいた

だきました。作文などを小中学校生に書

いていただいたり、また専門講師を派遣

したり、職場体験もしてもらっていると

－38－



いうお話で、まさに税を考えるきっかけ

づくりとして必要なものであろうかと思

います。やはり租税教育についてなんで

すが、教育というと教育委員会の所管に

なると思いますのであれなんですが、先

日の一般質問で新政権の税制について取

り上げたときに、私、同じこの本、今手

にあるこの本を参照したんですけれども、

この本の中に、今の税制の中心的な人物

がいらっしゃいまして、その中で、やは

り日本人は税の仕組み、税制も含めて租

税について知らされていなさ過ぎやと。

知っていないじゃなくて、知らされてい

ないという話も載っておりました。そう

いう点から、まず教育委員会は別とまし

て、こちらの部署として対応ができれば

なと思うんですが、ご答弁をいただけれ

ばお願いをいたします。

　５５ページで、納税課のご所管として、

還付金の詳細な内訳をご提示いただきま

した。恐らく今後、還付金ですので制度

的には、年度中に大きな事件があったと

きに、こういうのが多いかと思いますの

で、タイミングとして申請等のスムーズ

に受け付け等ができるように、課として

の対応を要望したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　５９ページ、選挙管理委員会のご所管

で、裁判員システムと検察審査会として

取り上げさせていただきましたが、やは

り同じようにこのシステムを参考として、

検察審査会の方も選出をしておられると

いうことでしたので、やはりこれもそう

ですが、情報の取得が重要なセクション

だと思いますので、その点、気をつけな

がら制度運用に当たっていただければと

思います。要望としてお願いします。

　同じく期日前投票所について、市外で

の設置は、それを禁止はしていないとい

うお答えでした。ただ、やはり市外とい

いましても他市であれば、他市の方の地

元の都合もあるでしょうし、また他市と

本市との兼ね合いもあるでしょうから、

今すぐに結論が導かれることではないと

思います。ただ、やはり人の移動が激し

い時代ですので、そういった点も今後の

投票率の維持向上に向けて、１つの方策

として検討課題になり得ると思いますの

で、よろしくお願いいたします。要望で

す。

　消防本部になりますが、団と職員さん

２つで被服等のスケジュール等のご説明

をいただきました。この職責からかんが

みますと、やはりまず制服というか、装

備品が充実してこそ、職務の取り組み状

況がやはり違ってこようかと思いますの

で、その財政、予算的な側面はあろうか

と思いますけれども、職責をかんがみた

対応と、そしてそれを職員、また団員の

皆様にお示しいただければと思いますの

で、よろしくお願いします、要望です。

　次に、予防課として消火器の問題につ

いてお答えをいただきました。ホームペー

ジやまた印刷物等で広報をいただいてい

るということでございまして、なかなか

家庭用にそういうのを置いているときに、

気づかないというケースもありまして、

実際、私の周りでも、あの事件があって、

初めてうちにもあったと。しかも割と長

いこと置いてあって、腐食もあるケース

もあると。こういった予防啓発活動につ

いては、特に南摂津等で取り組んでいた

だいていることは重々承知をしておるん

ですけれども、なかなかそのときにいらっ

しゃっても、イベントとして参加をされ

て、今やったら家庭用火災報知機を設置

しましょうねというお話があったとして

も、行って、消防車に乗って、風船をも

らって帰ったら、何やったか忘れたとい

うケースも結構ありますので、やっぱり
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重要な啓発活動については、とりあえず

これは忘れんといてくださいというふう

に、取り組んでいただきたいと。これも

要望というか、お願いを申し上げておき

ます。

　総務防災課として、執行率の差につい

てご説明をいただきましたけれども、い

ろいろ事情が違う会議が開催されなかっ

たことに伴っての影響もあるということ

でございましたので、それを何でやねん

とか、そういう議論にはならないと思い

ますので、この防災という観点が今後一

層重要になってきますので、適宜情報交

換等について、取り組んでいただきたい

と要望を申し上げておきます。

　最後の質問でしたが、防災無線につい

て昭和６３年に設置をされて、小学校の

屋上から放送があったりすると。そろそ

ろ更新を考えないといけないけれども、

億単位の費用がかかるということもお示

しいただきました。これにつきまして、

例えば消防団長さんとかのご自宅に設置

をしてあるというようなものであっても、

今職業と言ったら変ですけれども、会社

員をしながら団員をされていて、自宅に

いないときに無線が鳴ってても、実際気

づけないですよね。それで、実際あって

も、防災無線が鳴ってるのを聞いたこと

がないであるとかいう事態も、発生して

いるかと思います。先ほど村上委員から

の緊急情報のお話とも関連するんですが、

防災無線、今後デジタル化もあるという

ことですので、インターネットとリンク

した制度も検討していくべきじゃないか

なと思います。今ですとパソコンで打ち

込んだ文字が音声として発信することが

できるシステムがありますので、そういっ

た方面でも検討が必要じゃないかと思う

んですが、いかがでしょうか。

　以上、２回目です。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係ります防災無線の件につきまして、

ご答弁させていただきます。

　防災無線、なかなか通じないときにイ

ンターネット利用を考えてはみないかと

いうご質問だったかと思います。今現在、

インターネットを使った防災システムは、

平成１９年３月からですけども、大阪府

と本市を含む府内自治体が負担金を出し

合いまして、共同で運営しておりますお

おさか防災ネットというのがございます。

これは、情報提供の速報性と情報の共有

化を図るために設けられたものでござい

まして、主に防災ポータルサイトの運営、

防災情報メールの配信、高所カメラ設備

の整備からなっております。もちろん市

のホームページからもアクセス可能で、

府や各市の防災情報が見られるほか、最

新のライフラインの状況も確認すること

ができるようになっております。また、

携帯電話では自分のメールアドレスを登

録しますと、最新の気象、避難、地震情

報の防災情報メールが自動的に配信され

るようにもなっております。

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら人事課に関するご質問に、ご答弁申し

上げます。

　今後、係長を中心にどのように人材育

成を考えているかということでございま

すが、委員ご指摘のとおり、今後、団塊

の世代の職員が大量退職することで、職

員の構成が大きく変わってくると考えて

おります。職員の構成が変われば、それ

ぞれの職階での権限の移譲も必要になっ

てくるかと考えております。それに対し

まして組織力を低下させないためにも、

今後５年後、１０年後の摂津市を引っ張っ

ていく若手、中堅職員の育成が喫緊の課
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題であると認識しております。

　平成２０年度におきましては、研修で

課長代理級また係長級を中心としたカフェ

テリア研修の研修メニューを３科目から

６科目にふやすなど、研修制度の充実を

図ってまいりました。また、人材育成を

推進させるためには、研修制度だけでな

く、職場であるとか、また人事制度に人

を育てるという視点を持たせて、それら

を連携していくことが重要であると考え

ております。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　オープンシステム

に関連しまして、クラウドコンピューティ

ングについてのご質問に、お答えいたし

ます。

　クラウドコンピューティングとは、次

世代のインターネットの利用形態の１つ

で、パソコンや携帯電話などのインター

ネット端末さえあれば、各種ソフトウェ

アの利用やさまざまな業務システムのサー

ビスなどを簡単に利用できる仕組みのこ

とであります。ヤフーやグーグル、アマ

ゾンといった企業が、クラウドコンピュー

ティングとしてサービスの提供を行って

おり、国におきましても平成２１年４月

補正予算におきまして、総務省が電子行

政クラウドの推進を掲げております。そ

れに伴いまして、自治体業務システムの

クラウドコンピューティング化や電子申

請などの市民サービスのクラウドコンピュー

ティング化などの議論が始まっており、

本市におきましてもオープンシステムの

次の展開のキーワードとして注目してお

ります。

　しかしながら、現時点ではクラウドコ

ンピューティングの定義自体が概念の域

を出ておらず、技術仕様や自治体におけ

る導入効果なども余り明確にはなってお

りません。また、クラウドコンピューティ

ングでの個人情報の取り扱いという問題

がございまして、セキュリティーの技術

的問題が解決されるには、いましばらく

時間がかかるものと想定しております。

しかしながら、インターネットにおける

各種サービスは日々広がりを見せており

まして、自治体におきましてもインター

ネットの利活用における市民サービスの

向上が求められております。今後も最新

技術の動向に注視し、継続的に調査研究

を行い、導入活用の検討をしていきたい

と考えております。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　市民税課所管に係り

ます２回目の租税教育についてのご質問

に対しまして、ご答弁申し上げます。

　この租税教育につきましては、確かに

負担金、大阪府へ５，２００円執行して

おりますけど、これは税、私たちの生活

と税という、税のパンフレットでござい

まして、それが各市の負担割合で負担金

を出しまして、それぞれ先ほど大阪府の

下に下部組織が税務署管内ごとに設置さ

れているということで、ご説明させてい

ただきましたけれども。吹田税務署管内

ですけども、吹田市、摂津市、三島府税

事務所管内でも、租税教育につきまして

は小学校、中学校で毎年摂津と吹田の部

分で開催されております。

　ちなみに平成２０年度の開催状況でご

ざいますけど、摂津市におきましては中

学校が１校と、小学校が２校ということ

になっております。これも毎年、いろい

ろ順番に教育関係者の方もメンバーに入っ

ていただいておりますので、その会議の

中でいろいろ、その年のスケジュールと

かを見ていただきまして、順番に開催し

ていただいておるんですけれども、もち

ろん講師については、先ほど申しました

ように税務署職員とか、無料で学校へ出
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向きまして、税の知識を習得していただ

くために、講演しておるわけなんですけ

ど、主に小学校については６年生が対象

で、中学校は３年生が対象になっており

ます。税所管としましても、確かに小学

校、中学校の教育課程から、この税につ

いての仕組みや知識を習得していただく

ことは、大変重要なことと考えておりま

す。確かに大人になられてから、いろい

ろここのところ税制改正で、いろいろ税

の窓口で税源移譲とかのときに、いろい

ろとご意見をいただくんですけど、ちょっ

と小学校、中学校の時代から知識を習得

していただけたらなということで思って

おるんですけど、もっとこれ広く毎年市

内の中学校、小学校の方、最高学年の方

のみでも受講していただけたらなと思っ

ておるんですけど、何せ教育関係者の方

のまたご都合もございますし、今後また

この協議会の中で、いろいろとまた協議

させていただきたいと思っております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　まず、人材育成につい

て、係長級への拡充について、やはり今

大量退職がある以上は、今後、年齢構成

等が変わってくるという土台をもって、

５年後、１０年後を見据えた対応が必要

であるということは、ただいまご答弁い

ただきましたように、皆様ご承知であろ

うかと思います。また、それについて皆

様いろいろなお考えをお持ちであろうか

とも思います。先ほどご答弁いただきま

したように、研修制度だけでなく、全体

として取り組んでいくというのが大事に

なってくる、これはもう間違いのないこ

とであります。先ほど言いかけましたけ

れども、新しく入ってくる、これは私の

友人の話ですが、新しく入ってきた部下、

新入社員ですが、業務の基本は「ほうれ

んそう」にあるとよく言います。この

「ほうれんそう」を自分で判断する。こ

れは、報告せんでいいとか、この報告は

いつしたらいいとか。例えば、ある約束

事に遅れるようなことがあると。遅れる

んであれば、遅れる前に連絡をしなけれ

ばならないんですが、その方の判断は、

例えば携帯電話が電池が切れたからとか

いう理由で、着いたときに連絡をすると。

　例えばそういう事態があったとしても、

公衆電話等を使えば十分連絡は取れるも

のであって、そういった「ほうれんそう」

の概念が薄い人間がふえているというの

を、私も実感としてありますし、また友

人などからそういうお話をいただいて、

これは恐らく民間企業であろうと、どこ

であろうと関係のない状況なのかなとい

うふうに思ったことがあります。

　これは、恐らくその成長過程で、時間

的な考え方、また教育環境で、そういっ

た考えに至ったのかと思います。しかし、

それは社会に出て企業、また役所等に入

られたときに教育し直せば、恐らく何と

かなりますので、そういった側面、もち

ろん業務の研修も大事ですし、ある意味、

市長もよくおっしゃる人間基礎教育、基

本的なこと、社会人としての基本的なこ

とも、いろいろご本人の資質もあります。

もう既にできている方もいらっしゃると

思います。できてない方もいらっしゃれ

ば、その方については、そういった面も

指導していくという姿勢で臨まれること

を要望しておきます。

　次に、情報政策課のオープンシステム

からクラウドコンピューティングシステ

ムへの考え方についてですが、既に国と

してもいろいろ考えがあるようで動いて

いるとのことでございます。そして今、

担当課からも現状の考え方について、お

考えをお示しいただきましたけれども、

私自身、このシステムについていまだ不
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明瞭な点が多いと考えておりますので、

これを早急に導入した方がいいとか、導

入しない方がいいとかという結論には至っ

ておりません。しかし、やはり周辺の環

境から、こういったシステムがあるよと

いうふうにお誘いがかかることも、十分

これから考えられますので、まず今、い

ろいろと努力をしていただいて始まった

オープンシステムの十分な活用、これは

ホームページにも同じことが言えるんで

すけれども、双方のこれまでの皆さんの

努力を表彰すると言ったら変ですが、報

いる。システムを変えてきた方々に報い

るためにも、そのシステムを有効に活用

していただく、まずはこちらの力点を置

いていただきたいなというふうに思いま

す。その先に新しいシステムをどうする

か、またこれも全体として取り組んでい

ただきたいと要望を申し上げておきます。

　次に、市民税課として租税教育につい

て、やはり幼少期からの教育の必要性も

あろうかというふうなお答えでした。も

ちろんこちらは総務としての部署なので、

教育云々はしゃべることはできないんで

すけれども。先ほどの本をご提示させて

いただきましたけれども、知っておくべ

きことと、知らなければならないこと、

いろいろあると思いますので、そういっ

た、とりあえずこれは知っておくべきで

あろうという、制度についてだけでも力

強く広報活動等、さまざまな通知物等を

重ねて、取り組んでいただきたいと要望

を申し上げておきます。

　最後に、総務防災課の防災無線関連に

ついてですけれども、いろいろもう既に

インターネット等を活用した制度もある

ということでございました。箕面市が、

たしか安全メール、名簿を新しく構築し

て安全のメールをつくるというような報

道もありましたし、またこれは広島県の

尾道市の話ですけれども、やはり希望す

る市民の携帯電話やパソコンに、災害や

不審者情報などをメール配信するという

システムを構築しておられるようです。

　今、その名簿をつくることが難しい世

の中になってますけれども、かといって

そういう災害また不審者情報が減ったわ

けでもありませんので、こうした観点か

ら、どのように防災について取り組んで

いくのがベストなのかを、その会議の皆

さん、また管理職の皆さん、それぞれ議

論していただいて、より市民の利便性に、

また利益に資する制度づくりがあるかを、

見いだしていっていただきたいというふ

うに申し上げて、質問を終わります。あ

りがとうございました。

○野口博委員長　三宅委員の質問は終わ

りました。

　続いて三好委員。

○三好義治委員　それでは、質問させて

いただきたいと思います。まず予算書で

の２５５ページで、平成２０年度につき

ましては、実質収支に関する調書の中で、

３億６，６００万円強の黒字になったと

いうような調書が入っております。とり

わけこの中で翌年度へ繰り越すべき財源

については、９億３，０００万円という

ふうになっております。これを見ていき

ますと、歳入それぞれ款を見ていった中

で、決算概要から見ますと、この繰越金

についての考え方について、一定お聞か

せをいただきたいと思います。

　繰越金がそれだけの額にはなっている

んですが、実際に監査の意見書の２１ペー

ジを見ていきますと、歳出の概要の中で、

２８億２，１９８万１，０００円が翌年

度への繰越額になってますし、決算概要

から見ていきましてでも、その相当額が

継続費の繰越計算書並びに繰越明許費で、

決算概要２５ページの方にも掲載されて
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おります。実際に数字を計算していきま

すと、繰越金９億３，０００万円という

数値になってくるわけでございますが、

どうもこの決算概要から、我々議会がい

ただく資料で、非常に読みにくいと。こ

の繰越額並びに繰越明許費での考え方と、

この資料の作成についてでもお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、平成２０年度については、そ

れぞれリーマンブラザーズの破綻やらい

ろいろ景気が低迷している中で、黒字に

なったというふうな調書になっておりま

すが、実際に決算概要で歳入から歳出を

るる見ていきますと、実際には歳入では

繰入金が７億６，８００万円になってお

りますし、それから市債で４２億円の発

行額になっております。また、歳出につ

いてでも公債費が非常に大きい金額が出

ておりまして、この点については借換債

等も入っていると思いますが、この平成

２０年度の決算を見て、財政当局として

の考え方をお示しいただきたいなという

ふうに思います。

　それと、平成２０年度に限ってだけ、

決算ですから、この市税収入の中でのた

ばこ税の収入が上がっております。もち

ろんこれにつきましては、企業誘致条例

を制定して、その部分が入ってきている

んですが、このたばこ税について、我々

は企業誘致条例をしたならば、本来、法

人市民税として計上してでも、特段問題

ではないんではないかなというような、

一方での最近の考えを持っております。

この点について、市当局としての考え方

をお聞かせいただきたいなというふうに

思っております。

　それと、平成２０年度につきましては、

財政指標が変わった年度でもございます。

先般の議会におきましてでも、財政力指

数について一定の報告をいただいたんで

すが、改めてその点について詳しくご説

明をいただきたいというふうに思います。

　それから、決算概要の１９ページ、一

時借入金の考え方について、これはもう

具体的に会計室の方からお聞かせいただ

きたいんですが、いろいろな財源を利用

しながら一時借入を行って、利率も市中

銀行よりもある程度高目にしている感も

ありますが、その中で特に財産区財産の

積立金を、１年間その一時借入金として

借り入れている、その考え方についてお

聞かせいただきたいなというふうに思っ

ておりまして、本来の一時借入金の考え

方と、私は一方では逸脱するんではない

かなというふうに考えておりますので、

その点についてお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　それと、今回も地方交付税の不交付団

体になっておりますが、その中でやっぱ

り気になるのが基準財政収入額と基準財

政需要額が非常に気になってまいります。

とりわけ基準財政需要額の中におきまし

てでも、公園の面積から基準になる道路

の面積並びに延長等々が、それぞれ基準

財政需要額の中に算入をされてくるんで

すが、統計から見ますと、どうも数値が

おかしい部分がありまして、改めてその

基準財政需要額並びに基準財政収入額に

ついて、どういった数値を出されたのか

お聞かせいただきたいというふうに思っ

ております。

　それから、監査の意見書の中で、いろ

いろとこの監査での意見書というのは、

摂津市一般会計並びに特別会計決算及び

基金運用状況の審査意見書となっており

ます。いろいろと全国の統計に並べるた

めに、４ページぐらいからは普通会計に

よる財政状況というふうな形の中で、実

際に財政力指数並びに経常収支比率を明

示をしていただいております。この点に
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ついては、先ほどもこの平成２０年度に

つきましては過去３か年の、平成２０年

度から報告義務があるようになっている

中で、監査としてそういったことを記載

されてないということについて、私は少

し疑問がありました。この点についての

監査としての、事務局というより本来、

代表監査に聞きたいんですが、この点に

ついて監査の考え方をお聞かせいただき

たいというふうに思います。

　それと、一般会計から普通会計になっ

ている中で、本来、一般会計というのは

行政全般の経費を示す中で、普通会計に

なるとその分がいろいろと額が減ってく

る、わかりやすく言いますとそういうこ

とになると思いますが。５ページに書い

ている自主財源の中で、使用料並びに繰

入金が一般会計よりもふえてきているの

は、一体なぜなのかという点について、

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、監査の意見書５１ページの公

有財産の土地及び建物での、この解釈の

仕方が非常にわかりにくいというように

思っております。それと、事務報告書で

の４８ページで、公共用地の取得及び処

分の中での用地払下げ関係の部分と、こ

の監査の部分の違いについて、お聞かせ

いただきたいのと。

　それから、決算書の中で、土地売却収

入が１，７００万円ほど入っていたと思

うんですが。これらの相関関係について、

お聞かせいただきたいというふうに思っ

ております。

　それと、監査の意見書での、これも基

本的な考え方なんですが、それぞれこう

いった数値を並べて報告するというのも、

この意見書の１つだというふうに思うん

ですが、私は本来の監査の役割というの

は、数値の間違いがあるかないかという

チェックもさることながら、事務に対す

る監査もやっているならば、それぞれの

款、項、目並びに事業執行に対して、監

査としての意見書があってしかるべきも

んだというふうに思っております。その

一例といたしましては、５７ページの結

びの３段落目で書いている、パートタイ

マー等退職共済特別会計の中での、一般

会計から補てんされているというくくり

になっているんですが。だから、一般会

計から補てんされているということが、

一体いいのか悪いのかという評価が、意

見としてあらわれるべきもんだというふ

うに思うんですが、この点についての監

査としての考え方をお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、事務報告書の１６ページの中

で、指定統計調査事業の中で、工業統計

調査を１２月３１日に全数調査７８３事

業所というふうにやったというふうに書

いておりますが、摂津市のホームページ

の中で、工業という部分を開いてみます

と、これは統計調査から出てる分とは全

く数値が違っておりまして、四百数社し

かホームページの中には載ってない。こ

の事実について、この工業調査というの

は、どの部分までの範囲で調べていった

のかなという分と、実際に平成２０年度

の統計要覧も今、手元に持っているんで

すが、この点についてお聞かせいただき

たいなと。どういう調査を行っていった

のかということですね。

　それと、あと市債の発行とか、その繰

入金については、それぞれ財政当局の考

え方を聞いた中で、２回目に質問もして

いきたいと思うので、委員長、その辺で

は配慮をお願いしたいと思います。

　以上で１回目を終わります。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後２時４２分　休憩）

（午後３時１４分　再開）
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○野口博委員長　再開します。

　答弁の前に、三好委員の方から追加の

質問がありますので、先にそれをしても

らいます。

○三好義治委員　二、三点ちょっと抜け

ておりまして、総務防災課の関係と会計

室にかかわる点でございます。総務防災

課につきましては、車両管理、これは事

務報告書４３ページに記載されておりま

すが、任意保険の加入台数で９８台、こ

れを総務防災課が管理をやられていると。

　一般質問のときにも話しておりました

が、これらについての安全管理と、それ

からチャレンジコンテストが１００名だ

けだというふうに伺っておりまして、一

般質問ではその１００名の内訳並びに事

故を起こさない、起こさせない取り組み

については、一般論でしか聞かなかった

んですが、改めてその具体的な取り組み

について、平成２０年度で行った点につ

いて、お聞かせいただきたいなというふ

うに思っております。これは過去１０年

間でも交通事故２３件があって、現業が

非常に多いという指摘もさせていただい

ております。そのチャレンジコンテスト

も含めて、それから人事に関しては、そ

ういった交通事故を起こした部分につい

ての処分として、改めてどういう基準を

持ってやられてきたのかということと、

もう１点は、通勤車両での交通事故件数

について、把握しているならば教えてい

ただきたいなと。

　それから、会計室について、事務報告

書２８１ページの地方自治法施行令第１

６８条の４の規定に基づく指定金融機関

の検査の一覧表が出ておりますが、この

金融機関、７金融機関以外に摂津市の取

り扱い金融機関、例えば農協関係並びに

そういった郵便局も含めてあると思うん

ですが、これとその部分の違いと、なぜ

そこは検査してなかったのかというとこ

ろについて、お聞かせいただきたいのと、

検査の内容についてもお聞かせいただき

たいというふうに思います。

○野口博委員長　答弁をお願いします。

　寺本参事。

○寺本総務部参事　たばこ税に係ります

市民税課所管についての考え方でござい

ますが、先ほどのご質問では、市税収入

でたばこ税、企業誘致条例分について、

法人市民税として計上してもよいのでは

ないかという考え方でございますけれど

も、たばこ税につきましては、製造者や

輸入業者であります特定販売業者などが、

小売業者や企業誘致条例に基づき参入し

ている業者に売り渡したたばこに対して

かかる税でございます。納税義務者は製

造者や特定販売業者などでございますの

で、法人市民税としての計上は困難と考

えます。

○野口博委員長　工藤参事。

○工藤政策推進課参事　それでは、政策

推進課統計に関する質問に対しまして、

お答えさせていただきたいと思います。

　事務報告書の方で対象として記載され

てます事業所客体数と、ホームページ上

の事業所数の差異についてのご質問だっ

たと思っておりますが、これにつきまし

ては、工業統計調査は、毎年１２月３１

日現在で実施しておりまして、西暦０年、

３年、５年、８年につきましては、全数

調査という形で、１人からの事業所を対

象に実施をさせていただいております。

　今回、ホームページ上に載せています

数字につきましては、平成１９年の事業

所数を掲載しておりまして、その年は全

数調査の対象外の年ということでござい

ましたので、調査対象が４人以上の事業

所を対象ということになりましたので、

その差が出たということでございますの
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で、ご理解をいただきたいと思います。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　財政課にかかわりま

すご質問につきまして、ご答弁申し上げ

ます。

　繰越額の件でございますけれども、決

算概要２５ページ、繰越計算書が継続費

とそれから繰越明許の分について掲載い

たしておりますけれども、この様式につ

きましては、地方自治法施行規則第１５

条の３、１５条の４に基づいて掲載いた

したものでございます。

　それから、事業の繰越額でございます

けれども、監査委員会審査意見書の２１

ページには、繰越額として２８億２，１

９８万９５０円となっております。これ

に見合う繰越計算書の事業費として、決

算概要２５ページの継続費繰越計算書で

は、翌年度逓次繰越額の合計１４億５，

１８２万７，９５０円、それと繰越明許

費繰越計算書では翌年度の繰越額の合計

１３億７，０１５万３，０００円をあわ

せまして、監査審査意見書と同額の２８

億２，１９８万９５０円となってござい

ます。ただし、平成２０年度からの繰越

財源は、収入済みのものということにな

りますので、継続費繰越計算書では財源

内訳のうちの繰越金の合計９億１，４４

２万７，９５０円。それと繰越明許費繰

越計算書では財源内訳のうち一般財源の

１，５５８万円をあわせまして、９億３，

０００万７，９５０円ということで、実

質収支に関する調書の繰越額９億３，０

００万７，９５０円として計上いたした

ものでございます。

　次に、基準財政需要額、収入額の数値

がおかしいのではないかというご質問で

ございますけれども、決算概要２８ペー

ジに基準財政需要額、基準財政収入額に

ついてはこういうものであるということ

で、記載させていただいております。そ

れで、この需要額、収入額とも地方交付

税法の規定に基づいて、各団体に必要な、

あるいは標準的な一般財源の額を一定割

合により算定された数値でございまして、

各団体の実際の支出や収入の決算額、予

算額から直接算定されるものではないと

いうことが、前提として１つございます。

　それで、実際に基準財政需要額の算定

におきましては、消防費や小学校費といっ

た、各行政項目別に設けられました、決

算概要の２８ページにもございますけれ

ども、測定単位の数値に必要な補正を加

えまして、これに測定単位ごとに定めら

れた単位費用を乗じて合算することによっ

て、算定いたしております。測定単位と

いたしましては、行政項目ごとの財政需

要を算定する指標で、客観的な統計値と

いうことで、例えば消防費では国勢調査

人口。小学校では学校数、学級数、児童

数。道路橋梁費では道路の延長、道路の

面積などとなっております。

　それから、次に基準財政収入額でござ

いますけれども、これは確かに大きな数

字にはなっております。これは企業誘致

による税収が非常に大きな伸びを示して

おりまして、１９億円の収入となってお

りますけれども、これの分につきまして、

理論上、伸びに対して算定するというふ

うなことになっておりまして、これが平

成２０年の地方交付税算定上、約２６億

円を収入として入っておりまして、実際

にはこの算定からいきますと、この税で

いきますと７５％ということで、１４億

円程度になるところが２６億円というこ

とで算定されておりまして、非常に基準

財政収入額としては膨らんでいるという

状況になってございます。

　それから、財政健全化法が平成２０年

度の決算から本格適用されました。この

－47－



分につきまして、少し詳しくご説明させ

ていただきますと、４つの指標、健全化

判断比率のうち、本市の一般会計等によ

る実質赤字比率は、平成１９年度が０．

７７％の黒字でありましたものが、１．

６７％の黒字となってございます。それ

から、特別会計を含めました連結実質赤

字比率につきましては、平成１９年度７．

２８％であったものが、７．１２％の黒

字ということになっております。それか

ら実質公債費比率につきましては、平成

１９年度は１３．９％であったものが、

８．９％となっております。ストック指

標である将来負担比率は平成１９年度は

２３．５％から１５．４％に改善いたし

ております。この４指標の中で実質公債

費比率、この分につきましては、この財

政健全化法が施行されます以前から、非

常に本市にとりましては大きな問題となっ

ておりましたけれども、これまでの議論

にもございますように、元利償還金、純

元利償還金に都市計画税の一部が算入さ

れるということになりました関係上、平

成１９年度は前年の２６．４％から１３．

９％に半減いたしたところでございます。

しかしながら、これは都市計画税の算入

によりまして改善したわけでございまし

て、実際には旧基準では２３％となりま

すので、少し改善した程度であったとい

うことになろうかと思います。

　平成２０年度の数値につきましては、

この本市の平成１７年度は非常に公債費

が多かったとき、これが旧基準で３０％

を超えておりまして、この分が実質公債

費比率は３か年平均ということでござい

ますので、平成１７年が除かれましたの

で、５％の改善があったということでご

ざいまして、これは都市計画税の算入云々

ではなくて、実際に５％改善したという

ことになろうかと思います。こういった

ことから申しますと、公債費につきまし

ては急激によくなることはありませんけ

れども、急激に悪化することもございま

せんので、早期健全化基準２５％という

ことで、当分の間、本市におきましては、

この数値によって早期健全化団体になる

というようなことはないと判断してよい

かと思います。

　それから、ということでございますけ

れども、連結実質赤字比率というのが新

しく導入されております。この中で、一

般会計は黒字でございますけれども、特

別会計の中で国保特別会計が平成２０年

度実質収支が７億８，４００万円の赤字

ということでございまして、昨年度に比

べまして４億３，３７０万円増加、赤字

が増加いたしております。連結実質赤字

の場合は、水道事業会計が含まれますの

で、この分で平成２０年度ですと１９億

円の資金剰余額というのが出ておりまし

て、こういったことから全体では７．１

２％の黒字となっておりますけれども、

国保の会計を見ますと、これから本市の

財政につきましては、こういう特別会計

の問題が大きくなってくるだろうと考え

ております。

　このようなことから、本市のこの４つ

の健全化判断比率、平成２０年度決算に

おきましては、いずれの指標も早期健全

化基準をクリアいたしておりますけれど

も、今申し上げました特別会計の収支悪

化、それから一般会計におきましても、

昨年来の金融経済危機によりまして、平

成２１年度は税収が１２億円以上減収に

なるという見込みでございまして、また

平成２２年以降も大幅な回復が見込めな

いだろうなと考えております。こういっ

た状況でございますので、平成２０年度

の決算時は、すべて改善はいたしており

ますけれども、これに加えまして新聞等
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の報道によりますと、さらに歳入には不

安材料があるというふうなことも出てま

いっておりますので、こういう状況をか

んがみますと、財政が旗を振るばかりで

なくて、市長も申されてますけども、オー

ル摂津で税収増、あるいは行財政改革に

取り組んでまいらなければならないと考

えております。

　最後になると思いますけれども、普通

会計と一般会計、これ監査にご質問の分

であったと思いますが、ご質問の中身は、

意見審査書の５ページの使用料は５億５，

７５８万６，０００円上がっております

けれども、一般会計の手数料は４億９，

３２０万６，０００円ということで、数

値が違っているということでございます

けれども、これは普通会計は決算統計上

の理論会計でございますけれども、決算

統計上はここの中で公立保育所の保育料

というのがございまして、これが１億１

００万円ございますけれども、この分は

一般会計では分担金、負担金に入ります

けれども、普通会計では使用料として算

入するということになっておりますので、

数値として若干相違が出ているものでご

ざいます。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係ります安全運転に関するご質問に

ついて、ご答弁させていただきます。

　安全運転管理者が大阪府警や安全協会

主催の講習会を受講しております。また、

各課で無免許、免許不携帯等の確認をす

るために、免許証のチェックも年４回さ

せていただいております。事故は、運転

の慣れや緊張感の欠如が主な原因となる

と思われるんですけれども、運転するす

べての職員が絶えず緊張感を持って、交

通ルールを守り、安全運転を心がけなけ

れば、事故を防ぐことはできないと思い

ます。本市も参加しておりますチャレン

ジコンテストですけれども、消防と水道

を除く職員１００名が参加しております。

安全運転管理者会議は、本年１０月に開

催しておりますが、今後、定期的に安全

運転管理者会議を開催させ、職員安全衛

生委員会とも連携して、いかに交通事故

ゼロを目指していくか、検討してまいり

ます。

○野口博委員長　寺西室長。

○寺西会計室長　会計室にかかわります

ご質問に、お答えいたします。

　まず、一時借入金の件でございますが、

平成１７年４月のペイオフ以前につきま

しては、各市中金融機関に財産区財産を

預けておりましたが、一部につきまして

は現在、市の方へ一時借入をしておりま

す。その額につきましては、平成２０年

度は１１億２，７００万円となっており

ます。ちなみに市が財産区に支払う利息

につきましては、定期預金利率で計算い

たしまして、平成２０年度約４５０万円

になっております。以前、ペイオフの関

係から１，０００万円までは元本保証と

いうことで、定期預金の運用を図ってお

りましたが、財産区財産につきましては、

それを超える部分については無利子の当

座預金となってしまいます。そのような

ことから、財産区の役員の方々といろい

ろとお話しをさせていただきながら、一

般会計での一時借入金の利用ということ

によりまして、定期預金並みの利率で通

年借り入れておるところでございます。

これによりまして、通常、財産区財産で

借入がなければ、市中金融機関からの高

利な利率での一時借入金ということにな

りますので、その利率の差で、一般会計

の利払いも軽減されるということで、そ

のようにさせていただいております。

　続きまして、もう１点のご質問でござ
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いますが、金融機関検査の件でございま

す。これにつきましては、農協及びゆう

ちょ銀行が、金融機関検査を実施してな

いのではないかというふうなお尋ねでご

ざいますが、農協につきましては平成１

９年度の事務報告書に掲載させていただ

いておりますように、平成２０年２月に

北大阪農協の方、金融機関検査を実施し

ております。それとゆうちょ銀行につき

ましては、以前は郵便局で収納事務を行っ

ておりました関係上、実施しておりませ

んでしたが、今年度平成２１年度から実

施予定でございます。

○野口博委員長　紀田会計管理者。

○紀田会計管理者　先ほど、会計室長の

方からるる説明はさせていただいたんで

すが、委員ご指摘の一時借入金の借入状

況、決算概要の方の状況について、若干

漏れておりましたので、補足説明をさせ

ていただきたいと思います。

　例年３月が市債償還時期ということに

なります。また、４月、５月については

出納閉鎖までの間の旧年度の支払い、ま

た新年度の支払いというようなことで、

どうしても資金が不足しがちになるとい

うことで、市の持っております基金を、

一時借り入れまして、それで運用すると

いうようなことを行っております。ちな

みに平成２０年度３月分の収入が８１億

円、支出が９６億円、大まかな数字で言

いますとそういうことで、１５億円のマ

イナス。４月については、収入が５８億

円で支出が６９億円。マイナス１１億円。

５月については収入が６８億円、支出が

６６億円でプラス２億円ということです

が、出納閉鎖の時期ということもござい

まして、とりあえず資金を用意している

というようなことでございます。

　この基金につきましては、一定、借り

入れる際に、この利率につきましても、

その時点での金融機関のおおむね３か月

借りる場合は３か月の市中金融機関の定

期預金利率を適用するというような形で、

借入れを行っております。

　以上、そういう形での運用を行ってお

りますので、ご理解いただきますようお

願いいたします。

○野口博委員長　山本課長。

○山本人事課長　職員の公務中の交通事

故に関する処分に対するご質問に、ご答

弁申し上げます。

　その基準はというご質問と、通勤時の

事故件数というお問いであったと思いま

す。まず、基準につきましては、人事院

が示しております懲戒処分の指針という

中に、具体的な処分の決定に当たっては、

以下のことを加味して決定していくよう

にということになっております。

　まず１点目として、非違行為、非行違

法行為の動機及び結果はどのようなもの

であったのかという点です。故意または

過失の度合いがどのような程度であった

のかと。先ほど申し上げました、非違行

為を行った職員の職責はどのようなもの

かと。また、その職責は非違行為との関

係でどのように評価すべきかと。また、

ほかの職員及び社会に与える影響はどの

ようなものであるのかと。最後に、過去

に非違行為を行っているかどかというよ

うなことを、適宜日ごろの勤務態度や非

違行為後の対応等も含めて、総合的に考

慮の上判断するものとするということに

なっております。そのようなことを考慮

いたしまして、先の本会議でご答弁申し

上げましたように、１０年間の交通事故

に対する懲戒処分といたしましては、戒

告が１件、減給が１件ということになっ

ております。

　また、通勤時の交通事故ということで

ございますが、飲酒運転の懲戒処分の指
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針につきまして、市の独自裁量を平成１

８年１０月に決定をさせていただきまし

た。そのころからのデータしかなくて申

しわけないんですけども、そのころから

必ず私事の事故であっても、人事課の方

に提出するようにということで、通知も

いたしております。その中で、通勤時の

交通事故につきましては２件ございまし

た。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管委員会事務局局次長　それ

では、私の方から監査に係ります分につ

いて、ご答弁申し上げます。

　まず、１点目の意見書７ページ、８ペー

ジに係りまして、経常収支比率及び財政

力指数については載っているけども、そ

のほか、健全化等々に関する指標が出て

いないという点につきまして、まずご答

弁申し上げます。財政健全化指標につき

ましては、先ほども財政課長から説明が

ございましたように、昨年度から報告さ

せていただいているものでございます。

　それにつきましては、別途ご報告させ

ておりまして、監査委員の意見書を付随

しまして、提出させていただいていると

ころでございます。つきまして、そちら

の方で意見書の方をつけさせていただい

ているところであります。その健全化に

つきましては、特に数値の正確性につい

て審査させていただいておりまして、そ

れについて正しい数値であったというこ

とを、監査意見として意見書をつけさせ

ていただいております。そういうことで、

一般の意見書につきましては記載をさせ

ていただいていないところでございます。

　続きまして、５１ページの財産に関す

る調書につきまして、事務報告書の４８

ページとの数値が違うんではないかとい

うことに対するものですけれども、これ

につきましては、意見書の方につきまし

ては行政財産と普通財産につきまして、

それぞれの動きを記載させていただいて

いるところでございます。その中には、

三宅スポーツセンターであるとか、味舌

スポーツセンターの運動広場であるとか、

分類替の数字に対しても、監査の意見書

の中には載っているところでございます。

　この４８ページの方には公共用地の取

得及び処分ということで、純然たる動き

しか載ってないということで違っている

ところであるというふうに認識している

ところでございます。

　それと、それに対して売却収入との相

関関係ということなんですけれども、私

どもの意見書の中には、その売却された

という土地に関する数値は載せていない

ところなんですけれども、普通財産の市

有地の払い下げがございまして、１９６．

００平米になるんですけども、それが払

い下げがあったということで、その分が

収入として上がっているというふうに考

えております。

　それと、最後になりますけども、結び

にかかるところで、監査意見の意見とし

て、ちょっとしり切れとんぼになってい

るんじゃないかと、これでは客観的な事

実しか書いていないんじゃないかという

ご意見に関して、ご答弁させていただき

ます。この一般会計・特別会計決算及び

基金運用状況審査意見書というふうになっ

ているところなんですけれども、この審

査というところにつきましては、主に係

数の正確性、それと予算の執行の適否、

この辺を主に正しいかどうか、委員ご指

摘のとおり、監査としても確認させてい

ただいているところでございます。それ

につきまして、監査委員がその全体的な

状況を結びの中で記載させていただいて

いるところでございます。

○野口博委員長　三好委員。
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○三好義治委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。ちょっ

と順番が、答弁いただいた順番と変わり

ますけれども、私が質問した順番でさせ

ていただきたいと思います。

　それぞれ財政から今日の財政状況につ

いて、調書も含めてご答弁いただいたん

ですが、私はその中でも、財政が厳しい

という状況が、より鮮明にわかるような

ご答弁を期待しとったんですが、今の状

況からいって、ひとり歩きしたらあかん

のは３億６，０００万円の実質収支にな

りましたという黒字の数値だけでござい

まして、私が指摘しておきたいのは、そ

の中で、先ほども決算概要の２５ページ、

確かに地方自治法の繰越計算書並びに繰

越明許計算書の中で、法律に地方財政法

に基づいて、こういう決算概要が示され

ているということは、我々認識不足でご

ざいますけど。本来ならば、この２５ペー

ジの左の財源の内訳というくくりで来る

ならば、その中での繰越金の財源が一体

何であるのかということを、やっぱり議

会に示すんが、本来のあるべき姿じゃな

いのかなというふうに、まず思いますし。

　その下の繰越明許費の中では、それぞ

れ特定財源、一般財源ということの中で、

お示しをされております。私もずっと計

算をしていったら、結果的には２８億円

の繰越金に対して、９億３，０００万円

だけの繰越金という中で、考え方の相違

かもわかりませんが、我々が考えるんやっ

たら、本来、調書で見ますと２８億円の

繰越金ならば、今年度の平成２０年度の

実質収支については、１５億２，５００

万円の赤字になっているんではないかな

ということが読み取れるわけです。この

１５億２，５００万円の赤字というのが、

継続費逓次繰越額が、先ほどもありまし

たように１４億５，１００万円、並びに

繰越明許費が１３億７，０００万円、そ

れで合計２８億２，１００万円となりま

して、歳入歳出を引いた段階では１２億

９，６００万円の差し引き額になってい

るから、その分から考えますと、１５億

２，５００万円というのが、今年度の本

来の実質的なもんになってくるやろうと。

　それは何を言わんとしているかという

たら、この繰越金並びに監査意見書の中

での、監査としてでも２８億円の繰越金

を意見書の中で提示をされている。実際

に概要の中で、私がよく理解できないの

が、国府支出金、これは今年度につきま

しては特に繰越明許につきましては定額

給付金は国の第１次補正の中で定額給付

金というのがもう明確に出されておりま

す。３月３０日の本会議におきましてで

も、早期にやらなければならないという

ことで、議会で議論にもなった金額でご

ざいまして、この部分が執行してから繰

越金、予算として計上されてるのか、そ

れともこういった段階で、繰越金が本来

持っていかなければならないんではない

かなと私は考えを持っております。

　もう一方での地方債につきましてでも、

それぞれ繰越金の中で１億１，９００万

円並びに２億５，９００万円、これも地

方債を我々は発行許可したんですよね、

議会として。発行許可しているんやった

ら、その年度内会計の中で繰越金として

上げるんが、本来の考え方ではないんか

なと、こういう考えを持っています。そ

ういったことを考えますと、平成２０年

度の実質収支につきましては、１５億円

の赤字になっていると言わざるを得ませ

ん。この点について、財政当局としての、

財政の運営のあり方について、お示しを

いただきたいというふうに思っておりま

す。ですから、自公政権の中で、緊急経

済対策も含めて第１次補正、第２次補正
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をやられたときの運用について、具体的

にお示しをいただきたいというふうに思っ

ております。

　それと、一般会計とその普通会計のか

かわりについて、先ほど説明いただきま

した、その保育料だけですかというて聞

いているんですが。一般会計というのは、

それこそ行政運用を行うに当たって、行

政の全体にかかわる経費が入ってくるわ

けですね。市においては、それぞれ特別

会計という会計もありますが、特別会計

の一部も、この普通会計ベースの中に算

入されているんではないかということも

含めて、お聞かせをいただきたいという

ふうに思っておりますし、監査意見書の

中を見ますと、監査意見書の中で、その

一般会計と普通会計との違いという部分

について、本来、そういう部分も入れる

んが、本来、監査意見書ではないのかな

というふうに思っております。監査の方

にお聞かせいただきたいんですが、財政

には今言うてるように、一般会計から普

通会計に変えたときの、会計の内部のや

りくりについては聞きます。特別会計入っ

てないやろなということで。監査の立場

として、その点について、もともとこれ

は一般会計、特別会計に対する財政運営

に対する意見書であって、その中に今度、

普通会計を入れた中で、財政力指数を盛

り込んでいる。この一般会計と普通会計

というのは、さっきも言うたように全国

的な見かけ上の数値であって、それに基

づいて経常収支比率、財政力指数を入れ

てます。だから、その辺の違いについて、

監査としてのご意見を聞きたい。

　もう一つは、先ほど報告書の中で、財

政健全化比率の報告で入れたから、今回

は要りませんねんというようなご答弁を

いただきましたが、私は、これは平成１

９年度に１７年、１８年、１９年度と試

行的に摂津市の財政健全化比率を内部で

作成した経緯から、平成２０年度という

のは、議会に報告をする初年度なんです

よね。その初年度の中で、もう少し、や

はり監査としてでもそこを、この意見書

の中で盛り込むべきではないのかなと。

前回の資料は、議会でいただいた資料は、

非常に簡素でございまして、先ほど財政

課長からご答弁いただきましたように、

連結決算から見ますと、やはり我々とい

うのは、一般会計もさることながら特別

会計の中で、国保会計というのが相当な

今赤字になってきていると。その国保会

計を見据えた中で、特会を見据えた中で、

やはり監査としての意見がいただけたら

というのが、私の考えでございまして、

その点について、改めてご答弁いただき

たい。

　改めて話しますけれども、監査からい

ただいている部分が、摂津市一般会計、

特別会計決算及び基金運用状況審査意見

書と、もう一つが監査結果報告書をいた

だいております。まさに今の監査体制と

いうのは、事務監査も行いますよという

ことの中で、事務監査報告もいただいて

おります。この事務監査報告を見ていく

限り、もう一度言います、監査の意見書

とこの事務監査報告で、一体どうしたら

いいのというのが、先ほども聞いたよう

にないんですよね。だから、この審査意

見書、私も他市の審査意見書をいろいろ

と、大阪府下、北摂以外にいろいろと調

べてみたら、やはり監査を行った結果の

部分で、それぞれ意見を記載していると

ころが多くあるわけですよね。だから、

本市はなぜそういった体制にしないのか。

　もう一方では、平成２０年度の決算に

対する健全化法に基づいての監査いうの

は、ことしの場合、本当は基礎になるん

です。もう一方では、政策が打ち出して
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おる第３次行財政改革の推進に対してで

も、本来やったら事務監査で行うんやっ

たら、そこまでの進捗状況を見定めた中

で、基金運用状況審査並びに摂津市経営

状況審査意見書というのが、あってしか

るべきもんだと思うんです。だから、そ

ういった点について、監査として平成２

０年度の健全化法が改正されたときの監

査体制について、今の考え方について、

改めてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　それと、基準財政需要額と基準財政収

入額の関係でございますが、ベースになっ

てくる基準財政需要額で今、概要だけ簡

単にお示しをいただきましたが、交付金

のやっぱり根幹となってくるのが、この

標準財政規模ということになってまいり

まして、私が財政のこういったことを言

うのは失礼なんですけど。その中で、毎

年思うのが、確かに収入については企業

誘致条例によって収入はふえてきており

ます。ただ、基準財政需要額が、本来あ

るべき需要額になってないんではないか

なというのが、疑問に思うわけですね。

　いただいている資料等統計資料を見ま

すと、実際に基準財政需要額に算入され

る各項目についての道路面積、それから

道路の延長並びに都市公園面積、学級数

からありますけど、ここで着目したいの

が、道路の面積が統計から出されている

平成２０年度の摂津市統計要覧の中での

実質延長というのが出てきてるわけです

ね。数値が違うんですよ、これ。基準財

政需要額に計算式に基づいてるのは、もっ

と低いんですね。それから、道路の延長

もそうなんですね。特に公園なんかにつ

いては、都市公園という定義で考えたと

きに、基準財政需要額に算入される都市

公園と、統計が調べている都市公園の面

積で、何でこんなに差異があるのかなと

いうやつが、非常に気になります。統計

から見ますと、半分ぐらいの面積ぐらい

しか入ってない、都市公園という部分が

ね。　これについて、統計に聞いてでも

なかなかわからないで、財政当局に対し

て、基準財政需要額の基本的な根幹をな

すそれぞれの面積は、いつどういう形の

中で出してきているのか、ということに

ついてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　それと、その基準財政収入額の中で、

先ほども税の方がお答えいただいたんで

すが、私は、このたばこ税というのは従

前であったら６億５，０００万円、新た

に企業誘致条例を入れて２０億円近くま

でなりました。これは、今の基準財政収

入額とたばこ税の相関関係と、それを法

人市民税に入れたときの基準財政収入額

の係数が、相当変わってくる部分がある

んですが。私は、この平成１８年度から

導入をした企業誘致条例に基づく、この

たばこ税について、昨今新聞等で出たか

らの質問ではございませんが、改めて違

法性も含めて、見解をお聞かせいただき

たいのと、それから法人市民税に本来だっ

たら切りかえてでも、僕はいけるんでは

ないかなという考えも持っております。

一方での６億５，０００万円のたばこ税

については、国府市ということの中で割

り振りをされて、人口比率の中で摂津市

に按分としておりてくると。もう一方の

新たな企業誘致条例の分は、それとはま

た別の関係がございますので、ただ単に

ペーパーだけで企業誘致条例に基づいた

法人市民税扱いができないというだけで

はなしに、そういう分析もしたのかとい

うことも含めて、それと見解についてお

聞かせいただきたいと。

　それから、総務防災課の中で、私は一

方ではちょっと誤解しとった、安全運転
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管理者を含めて交通安全指導についての、

チャレンジコンテストをやってきた部分

の中で、消防と水道を除く１００名とい

うふうになっておりまして、水道はここ

にいてないんですが、消防はそういった

チャレンジコンテストにどれぐらい入っ

ているのか聞かせていただきたいのと。

　１００名について、一般質問のときに

もご答弁をいただいたんですが、公費支

出をしていることについて、私はいかが

なもんかなというふうに思っております。

本来はこのチャレンジコンテストいうの

は、交通安全協会がサポートしながら、

警察がいろいろと指導もされて、大概は

これは任意で入っていくのが本来の姿だ

というふうに思うんですね。特にチャレ

ンジコンテストとなれば、これは通勤で

の車の使用者にも適用されるチャレンジ

コンテストなんです。それに対して公費

支出をやっているということは、この見

解についてお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

　さらに、その１００名しか入ってない

ということについてのことも含めて、本

来、行政が率先垂範して、こういったチャ

レンジコンテストにも、各行政に対して

協力もしなければならないというふうに

思っておりまして、それを公費支出とい

うのはいかがなもんかなという見解も持っ

ておりますので、お願いしたいというふ

うに思います。

　会計室の一時借入金のそのペイオフ対

策での財産区財産の関係で、その他の金

融機関に利息を払うよりも、会計間同士

の利息というのは非常にわかるんです。

　そして、財政運営に対していろいろと

知恵を出していただいている点は、非常

にわかるんですが、私が聞いているのは、

一時借入金というそもそもの考え方とい

うのが、どうですかということを聞いて

いるんですね。先ほど言いましたように、

決算を３月３１日に閉めて、財源不足の

中で４月、５月の中で、一時借入を行い、

その出納閉鎖までの中で帳じりを合わせ

ていく。それを予算書の中でまず確定を

して、総額を超えない範囲の中でやって

いくという範囲ですね。我々の認識とい

うのは、私の最低認識というのは、一時

借入金というのは２か月もしくは３か月

の範囲が一時借入金の枠内だというふう

に期限は考えております。それが今回の、

毎年なんですが財産区財産の積立金にか

かわりましては、平成２０年４月２２日

から、これは出納閉鎖期間ですよね、そ

れから平成２１年の４月２１日の丸１年

間、それも予算期を超えての一時借入金

になっている。この部分について、ご質

問しているわけですね。

　本来、予算を組むならば４月１日から

３月３１日の中で予算を組んで、その中

で財源不足が生じた段階で出納閉鎖期間

中に行うと。それがもともと、借りると

きに４月２２日から翌年度の予算期を超

えての契約をするとは、一体どういった

ことなんやと。これについてお願いした

いのと、それから一時借入金で約２か月

間借りてる部分の中で、財政調整基金、

減債基金分については、０．２５％の利

率でございますが、同じく２か月借りて

る財政調整基金と減債基金が０．１５％。

同じ２か月でその年度についてでも、そ

んなに変動幅がないというふうに思って

いるんですが、なぜこれだけ０．１％の

差が生じているのかというふうに感じて

おりまして、一時借入金についてお答え

いただきたいというふうに思っておりま

す。

　それから、金融機関の関係でございま

すが、検査をどういう検査内容をやった

のかというて聞いてるんですね。それと、
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こういった検査というのは、２年に一遍

とかではなしに、毎年やるべきもんであ

るというふうに私は認識しているんです

よ。それがゆうちょ銀行に全くうちがお

金を貸出しとか、一切契約も何もないん

やったらいいんですが、平成２０年度に

かかわる分については、ゆうちょ銀行に

関してでも、農協に関しても借りてると

思うし、先ほどご答弁いただいた平成２

０年の２月に、農協は検査をやりました

と言うけど、実際の年度いうのは平成２

０年４月１日から平成２１年の３月３１

日までに、農協と何らかの契約をやった

わけですよね。それで、北大阪農協に対

しては、以前も私、一般質問をしました。

いろいろな諸問題もあるから検査も行き

なさい。それで申し入れもしたはずなん

や。その年度やのに、これが検査も入っ

てないということは、申入れをしたこと

の反省も含めてないん違うかなというふ

うに思うんですよね。あくまで決算やか

ら、改めてお聞かせいただきたいんです

よ。これは一般質問でも質問をして、申

入れもしますという回答もいただいた年

度だったというふうに思っています。

　それと、人事については、先ほどのご

答弁で十分わかりました。

　監査についての、これは総務防災課に

もかかわるんですが、先ほどの健全化指

標の件についてはご答弁をいただくんで

すが、財産の調書について、１９６平米

が総務防災課として財産の移動が今年度

あったというふうに出てるんですが。こ

れちょっといろいろと調べてみたら、平

米９万１，０００円ぐらいの売却になっ

ているんですよね。一体どこの土地を売

られて、どこに売ったのか。その辺の路

線価格は一体幾らやったのかということ

について、お聞かせいただけませんか。

　事務報告書の中で、そういったことも

載っておりますので、事務報告書という

よりも予算書の方ですね。公有財産、土

地及び建物で出ております。監査の方に

同じく聞きたいのは、もちろん行政財産

と普通財産を調べた上で、一方では質問

しているんですが、じゃあ売却したとこ

ろが、本来は我々としては行政財産だと

いうふうに思っとったんですよね。普通

財産でなしに。それが決算上では普通財

産扱いになっているんですよね。だから、

その辺の見解の違いというのは、もとも

とそこを取得してはるときは行政財産で

あったというふうに思うんです。いつか

らそれを普通財産に切りかえて売却され

たのか、手続はどういうふうにされたの

かということについて、お聞かせをいた

だきたいというふうに思います。

　２回目は以上です。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　財政にかかわります

ご質問につきまして、ご答弁申し上げま

す。

　決算書２５５ページの実質収支、決算

額は１５億円の赤字になるのではないか

という、１５億２，５００万円の赤字に

なるのではないかというご見解でござい

ます。それは、繰越財源２８億円から、

この年度の１３億円を差し引いた場合に

そうなるという話でございますけれども、

自治体の財政につきましては、単年度会

計ということでございまして、その年に

入ってまいりました収入、それから出て

いきました支出、これを決算いたしまし

て差し引き収支しております。それで、

繰越計算書の件でございますけれども、

１つは継続費、１つは繰越明許費という

ことになってございまして、継続費は予

算の一方式ということで、委員ご質問あ

りましたように、議会で承認いただいた

ものでございます。それで、繰越明許費
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につきましては、当該年度内に支出が終

わらない見込みがあるものについて、翌

年度に限り繰り越して使用することがで

きるというものでございまして、これは

言いかえますと、繰り越すべき事業を賄

う財源があるにもかかわらず、特別の事

情によりまして翌年度に繰り越すものと

いうことでございまして、この繰越明許

費につきましては、翌年度に繰り越して

使用するということになってございます。

ただし、これは未収の特定財源というこ

とでございますので、繰越財源には入ら

ないということになろうかと思います。

　それから、継続費につきましては、工

事や事業など執行に数年かかるというこ

とになります。その経費の総額と年割額

を予算によって決めるという制度でござ

いますけれども、その年割額に残額が生

じた場合には、継続費の最終年度まで順

次繰り越して使うということになってお

りまして、これは逓次繰越ということに

なっております。その財源につきまして

は、具体的な事業の進捗などから、確実

な財源の確保が図れない場合には、予算

計上が既に行われているものであれば、

その予定財源でも足りるということになっ

ておりまして、この部分につきましても、

繰り越すべき財源ではないということに

なってこようかと思います。いずれにい

たしましても、単年度会計ということで

ございますので、その年に入った収入か

ら支出をマイナスいたしまして、出てま

いっておりますのが実質収支３億６，６

００万円ということになってこようかと

思います。

　それから、一般会計と普通会計の違い

ということでございます。先ほどは個別

項目につきまして申し上げまして、大変

申しわけございませんでした。普通会計

と一般会計は、先ほど委員のご質問の中

にありましたように、普通会計は決算統

計上の統一的につくられる会計の区分で

ございまして、これは自治法によって規

定されているものではございません。本

市の場合の一般会計には、先ほど意見審

査書の中で話がございましたけれども、

意見審査書の４ページに財政状況を説明

する場合には、各団体を比較せないけま

せんので、同じ会計になるように普通会

計というものを用いておりますけれども、

この４ページの頭のところに、２、普通

会計の財政状況という欄がございますけ

れども、この中で本市における普通会計

は一般会計、駐車場事業及び介護サービ

ス事業などに係る歳入歳出を除き、かつ

特別会計のパートタイマー等退職金共済

をまとめたものであるということになっ

てございます。それで、大きくはこの介

護サービス事業と、それから駐車場会計

が大きく影響いたしておりまして、この

部分のパートタイマーとこの介護サービ

ス事業等を差し引きしたものが、一般会

計と普通会計の差ということになってま

いります。収支に関しましては、平成２

０年度決算に関しましては、普通会計も

一般会計も同じ収支額ということになっ

ております。

　それと、基準財政需要額、統計資料と

一致していないというご質問でございま

した。確かに一致いたしておりません。

　それで、基準財政需要額の中で道路の

面積、延長あるいは公園の面積などが項

目としてあるわけでございますけれども、

交付税を算定する場合に、道路面積、延

長につきましては、平成２０年度の交付

税の算定でございますと、前年度でござ

いますから、平成１９年４月１日になろ

うかと思いますけれども、その現在の数

値を用いるということになります。それ

で、この道路につきましては、幅員１．
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５メートル未満は除外するということに

なっておりますので、手元に詳しい資料

はございませんけれども、そのあたりで

差異が出ているものと考えております。

　それから、都市公園でございますけれ

ども、これにつきましては、これも差異

が出ておりますけれども、地方交付税に

算入する都市公園につきましては、都市

公園法に基づいて、整備された都市公園

で、その市の自治体の公園台帳に整備さ

れているもの。日付としては道路と同じ

ように前年４月１日ということになりま

す。かつ市町村が管理しているものとい

う項目がございまして、この摂津市の統

計要覧に上がってまいります公園につき

ましては、都市公園の中に街区公園、近

隣公園、その他の公園というものがござ

いますけれども、その他の都市公園の中

に淀川河川公園が含まれておりまして、

これは摂津市が管理している公園ではな

いということで、数字上は除外されてい

るものでございます。こういったところ

で統計要覧と基準財政需要額に用いてお

ります項目の数値と差異が出ているもの

でございます。

○野口博委員長　紀田会計管理者。

○紀田会計管理者　三好委員の２回目の

ご質問に、お答えいたしたいと思います。

　まず、一時借入金の、ずっと一時借入

金かいつも借りかわからんような状況で

借りているということで。基本的な考え

方としては、やはり一時借入金という定

義からすると、外れるということは否め

ないかなというふうには思っております。

　ただ、先ほど室長が申し上げましたよ

うに、やはり財産区の運用の仕方も考え

てみますと、ペイオフ対策ということで、

せっかくの財産がなくなってしまうとい

うようなことがあってはならないという

ことで、市の方がお借りする。そのかわ

り市の方についても、先ほど３、４、５

月については収入、支出の状況が厳しい

という話を申し上げておりますが、６月

についてはかなり余裕が生じます。そう

いったときには、一定、市中金融機関な

りに定期預金をさせていただいて、その

利息を稼ぐというようなこともしており

ます。そういう意味で言うと、トータル

としては市としては効率的な資金運用が

できているのかなというふうには考えて

おります。

　それと、あと４月２２日、決算、要は

その予算年度をまたがってお借りしてい

るということなんですが、これについて

は地方自治法の中で一時借入金というこ

とで、一時借入金を借り入れることがで

きる。そのかわりに限度額は予算で定め

る。借りた金額はその年度の費用でもっ

て返却するというようなことがございま

して、その中の実例解釈ということで、

一時借入金は年度の歳入をもって償還す

ることが必要であるが、出納閉鎖期日ま

でに一時借入金の償還を行えばよいとい

うようなことで、運用上の解釈見解が出

ておりますので、それに沿った運用をさ

せていただいているということで、ご理

解いただきたいというふうに思っており

ます。

　それとあと利率が、平成２０年分につ

いては３か月もので０．２５％。平成２

１年分は０．１５％というようなことで、

０．１％差があるということなんですが、

これについては、やはりリーマンショッ

ク以降、国の資金が無利子融資というよ

うな形で、金融機関に貸し出ししておる

というようなこともあって、かなり金利

が低下したということは事実でございま

す。ですから、昨年に今申し上げました

余裕のあるときに定期で預け入れして稼

ぐというようなことで、歳計現金につい
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ては、この平成２０年度決算では七百数

十万円の運用利益を出しておるんですが、

ことしまだ半期しか終わってないんです

が、その半分はおろか、同じような形で

の運用を心がけておりますが、かなり下

回った金額でしか金利がついてきてない

というような状況にございます。そういっ

た点から、この金利については妥当なも

のではないかなというふうに思っており

ます。

　あと、検査の内容なんですが、私ども

が検査しておりますのは、法律で定めら

れております金融機関、指定金融機関並

びに収納代理機関ということで、税を市

民の方が納めていただく、それ以外に国

保料を納めていただく、そういった公金

をメーン指定金融機関に振り込んでいた

だくんですが、そういった事務が適正に

行われているかどうかということで、チェッ

クをしておるんですが、指定金融、収納

代理を含めまして２０行ございます。そ

ういった中で、隔年で調査をするという

ことです。昨年、私が環境の方におりま

したときに、産業振興課も担当しており

ましたので、農協の話はよく存じておる

んですが、私どもの検査の対象外という

ことになっております。ただ、前任の会

計管理者の方が直接向こうの者を呼び出

して、適切な指導はしているというふう

に聞いております。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係ります２点について、ご答弁申し

上げます。

　まず、交通安全チャレンジコンテスト

の件でございますけれども、市役所は市

内の大企業の１つでもあろうかと思いま

す。そういう関係で多数の参加を求めら

れているのも現実でございます。公費で

負担しておりますのは公務としてごみ収

集車などの公用車を運転することが多い

ということにより、これまでも公費負担

をしてきたものと考えております。

　また、１００名の参加ということにつ

きましては、公費支出をできるだけ抑え

るということのためであると。毎年参加

者を変えることによって、全員が参加で

きるものであるというふうに考えており

ます。

　また、土地の売却の件でございますけ

れども、まず場所でございますが、学園

町一丁目の金子寮の先にあります土地で

ございまして、大阪府の所有の土地の中

に本市の土地が一部あったということで、

二、三年前から土地売却の話があったと

いうふうに聞いております。価格につき

ましては大半の土地を所有しております

大阪府が交渉し、話し合った結果、その

価格を決定したということで、その価格

をもとに本市は同額で契約させていただ

いたということで、単価が９万９００円

ということになっております。総額１，

７８５万１，８５１円ということで売買

を成立させております。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私の方から監査に係ります２回

目のご答弁をさせていただきたいと思い

ます。

　まず、１点目の普通会計についてでご

ざいますが、普通会計については、先ほ

ど財政課長から説明のありましたように、

他市との比較を容易にするための会計と

いうふうに認識しております。普通会計

をもとにいたしまして、意見書に記載の

ありますような経常収支比率であるとか、

財政力指数を導き出すもとの会計となっ

ております。これにつきましては、一般

会計でしますと、一般会計の中に他市と

違うものが含まれたり、除かれたりする
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ことから、数値が変わってくるというふ

うなことで、全国的にこの普通会計をも

とにいろんな指標を計算して、それを比

べれるというふうな形でできているもの

と考えております。それに基づきまして

も、監査としましては、客観性のある数

値を導き出すために、普通会計の数字を

記載させていただいているところでござ

います。

　次に、健全化の資料等につきましては、

監査としましてつけるということではな

しに、先の本会議の方でも総務部長の方

から答弁があったと思うんですけれども、

参考資料について財政課の方と相談しな

がら、充実を図っていきたいと考えてい

るところでございます。

　それと、その平成２０年度の健全化が

始まった時点での監査の、その監査体制

についてということでございますけれど

も、監査の体制につきましては、議会選

出の委員さんと識見の委員、２名の委員

さんがおられるんですけども、そのお二

方で協議していただいて、監査をどのよ

うにするか。また、健全化の指標につい

てもどのように審査するということにつ

いて、決めていただいているところでご

ざいます。その中で健全化につきまして

は、先ほどもご答弁させていただいたと

ころなんですけども、数値の正確性につ

いて審査するというふうな法の趣旨に基

づいて、審査するという方針に基づいて、

指示をいただきまして、私どもとしても

そのような方針でさせていただいておる

ところでございます。

　それと、意見書の結びについての内容

についてもそうなんですけども、同様に

やはりお二方の委員さんの協議に基づい

て、最終的に決めさせていただいている

ところでございまして、先ほども言いま

したように、意見書についても数値の正

確性をもとに、審査をさせていただいて、

やらせていただいてるところで、それに

基づいて過去の決算状況の推移とかを参

考にして、財政状況を確認させていただ

いて、結びに記載させていただいている

ところでございます。

　最後に、財産の調書のところで、ちょっ

と今回、この平成２０年度の分につきま

して、この１９６平米の分につきまして

は、私どもの手元の資料といたしまして

は、先ほどの総務防災課長からのご説明

のあったように、払い下げのあった分と

いうことで、資料としては確認させてい

ただいているところです。過去におきま

しては、委員ご指摘のとおり行政財産で

買われた分が、用途廃止か何かで行政財

産から普通財産に移ったものかと考えて

いるところなんですけども、その件につ

いては平成２０年度の決算にはあらわれ

てきてないので、監査の方ではちょっと

手元の資料としては持ち合わせてないと

いうところで、ご理解の方お願いしたい

と思います。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　消防本部におけま

すチャレンジコンテストの参加状況でご

ざいます。平成１８年から開始をしてお

りまして、消防職員は全員参加、これを

基本としております。平成２０年度では

９２人が参加いたしまして、これはご存

じのように６か月間、平成２０年１０月

１日から平成２１年３月３１日までの間

で交通事故はゼロでした。そして、交通

違反の方は、行政処分に至らない部分で

１０件ございました。このチャレンジコ

ンテストへの参加効果といいますか、交

通安全への意識が高まる、職員の。違反

すると、これはグループ、団体戦のよう

な形になりますんで、他の方に迷惑がか

かるという面から、参加効果は十分にあ
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ると考えております。実際、違反件数は

年々減少しております。

　もう１件、公費の支出についてですが、

これは安全管理として事業として進めて

もおりますし、この審査の基準が事業所

単位、いわゆる消防の中の課ですね、そ

れを単位としての審査を受けるという性

質上、公費支出で実施をさせていただい

ております。

○野口博委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、平成２０年

度の健全化判断比率、資金不足比率報告

の件につきまして、私の方から一言補足

説明をさせていただきたいと思います。

　過日、本会議のところでいろいろ提案

させていただいて、報告をさせていただ

きました。それで、それぞれ本格実施が

ことしからですので、まだまだ資料につ

いては十分ではないというふうには思い

ます。それで、先ほど監査の次長の方か

ら報告があったんですが、決算概要のと

ころの３０ページのところに、それぞれ

の比率の計算式が載っております。でき

ましたら、これは財政と、それから監査

の方との打ち合わせでございますが、こ

この計算式に沿ってそれぞれの数字を、

例えば平成２０年度の数字を入れるとか、

あるいは二段書きでわかるように平成１

９年度の数字も入れて、それで経年変化

がわかるような数字にすれば、ある程度

説明にもなっていくのかなというふうに

思っております。それらについては、今

後の検討課題というふうにさせていただ

きたいと思います。

　それから、先ほどたばこ税のお話がご

ざいました。たばこ税の分につきまして

は、ご存じのように１１月１日、日曜日

に新聞に載っておりました。あわせて１

１月２日の日にも、それぞれ各紙が取り

上げておりました。それで、実は１１月

２日、本会議でしたんですが、これが終

了した時点で、私は大阪府の市町村課の

方に足を運びました。向こうの方の担当

のところは税制グループというところで、

そこのグループ長も含めまして、大阪府

の職員が４名、私１人で一応協議をさせ

ていただきました。私どもの主張といた

しましては、それぞれたばこの分につい

ては消費地課税というのが原則であると、

それは十分承知しております。例えば小

売店でありましたら、その近辺にたばこ

を売られて、その近辺の人がたばこを買

われると。その小売業者の人が摂津市の

方に税金を納めると。本来こういう形が

望ましいと。ただ、いわゆるパチンコ店

とか、あるいはコンビニ店につきまして

は、消費地課税になっておらないで、い

わゆる本社のところにそういう税が落ち

ると。ここで本来、原則が外れているん

ではないですかというお話しをさせてい

ただきました。

　それと、２００４年度からは、今まで

青天井であったものが、たばこ消費税の

分については全国平均の３倍までという

ようなことが、国の方で栗東町の反省の

中でなされました。これらを大阪府の方

に問いまして、我々は３倍までは国の方

がオーケーということで、我々はこの企

業誘致条例を導入したものでございます

ということで、何ら矛盾はないものとい

うふうに考えております。ということで

お話しさせていただきました。

　それから奨励金のことも新聞に載って

おりまして、通常であれば製造業なり、

あるいは大阪市や堺市のところで臨海工

業地帯のところに、例えばシャープを呼

ぶとか、それからパナソニックを呼ぶと

か、そんなことが本来の企業誘致条例で

はあるけれども、我々はもちろん税収を

たくさん納めていただいた企業さんに来
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てもらうことで税収を確保し、その税収

で市民サービス向上のための財源を確保

するんですと。本来でしたら、例えば地

方財政対策の中で、市町村が十分にそれ

を市民サービスに対応できるような財源

保障が当然あるんですけれども、いかん

せん例えば国の補助金とか、あるいは本

来うちの方でしたら、普通交付税の不交

付団体ですので、それら財源努力は我々

の責任ですと。そういうような形でやら

れた企業誘致条例で、何らおかしくはな

いということで言いました。

　ただ、実際には今後、国やあるいは府

の動向がどうなるのかちょっとわかりま

せんけれども、これら国の方で制度を変

えられてしまえば、それもまかりならん

ということになってしまうので、今後は

政府の方の税制の改正を見守っていきた

いというふうに思っております。

　それから、先ほど法人税として収入し

てはどうかということになるんですが、

企業誘致条例の中に第何条か忘れました

けれども、１つの税目で１億円以上の税

目がある場合について、そこへ奨励金を

出すということになっております。１つ

の税目といいますと、今回たばこ税の業

者さんは、たばこ税が納められておりま

す。そういう部分では、他の税目には変

更できません。たばこ税で収入をもって

１億円以上、それで売り上げの５％でし

たか、それについて奨励金を出すという

ことになっておりますので、その条例か

らも、たばこ税以外の収入は困難という

ふうに思っております。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後４時３９分　休憩）

（午後４時４０分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時４１分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 野 口 　 博

総務常任委員  川 端 福 江
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